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序 文 

 

 

 

 海洋問題は、環境、気象、資源、漁獲、エネルギー、航海、安全保障

など幅広く存在し、かつこれらが互いに関係を持ち、相互に作用し合っ

ています。これら海洋問題を解決するためには、総合的、統合的かつ国

際的な取り組みのもと、海洋の総合的管理と持続可能な開発のための政

策を推進する必要が有るところです。 

 

 海洋政策研究財団では、平成22年度から23年度にかけて、海洋の様々

な問題の解決に資するため、海洋の問題の中から至近の問題として、避

難が必要な遭難船舶の避難港への受け入れに関する問題を取り上げ、同

問題の解決に必要な様々な視点から調査研究を実施し取りまとめまし

た。 

 

 本報告書を取りまとめるに当たり、日本海洋政策学会研究グループと

オブザーバーとしてご協力いただきました方々に深くお礼申し上げま

す。 

 

 

海洋政策研究財団 

理事長 今 義男 

 

（序文） 
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はじめに ―問題の所在― 

 

西村 弓（東京大学） 

 

 

 船舶に対する避難港（port of refuge）・避難

水域（place of refuge）の提供枠組みについて

は、EUや国際海事機関（IMO）、万国海法会

（CMI）等のフォーラムにおいて議論が始め

られつつあるが、多数のアクターの利害が複

雑に関係する側面をもつこともあり、確固と

した指針の導出には至っていない。他方で、

ひとたび汚染の危険性を孕む事態が起きれば、

避難港・避難水域への要支援船舶の受け入れ

問題は緊急の対応を要し、あるべき枠組みに

ついて事前に整理しておくことが是非とも必

要である。そこで、本研究グループは、避難

港・避難水域への船舶受け入れ問題を考える

にあたって、どのような要素を考慮に入れな

ければならないかを洗い出し、法的および政

策的観点からそれらを整理することを試みる

こととした 1)。 

 

1. 研究の背景と目的 

 構造上の欠陥、老朽化あるいは衝突・座礁

などによって船体に何らかの問題を生じ航行

継続が危険となった船舶（以下、「要支援船

舶」）は、修理や積荷の積替えを行うために、

風や波などの自然条件が安定した水域（避難

港もしくは避難水域。以下では、まとめて「避

難水域」と称する）に停泊することを必要と

する。避難水域で修理や積替えを実施したい

という要支援船舶からの要請があった場合、

しかしながら沿岸国は当該船舶が放置された

場合の処理の問題、周辺海域の汚染、爆発な

どの起こり得る事態に対する危惧からこれら

船舶の近海への接近を拒否することが多い。 

 たとえば、2001年 1月には、ルーマニアか

らナイジェリアへ向けて航海中のキプロス船

籍のタンカーCastor号（31,068 dwt、船齢 23

年）が、モロッコ沖 16カイリの地中海で船体

に亀裂を生じた。モロッコ、ジブラルタル両

国が自国の管轄下の水域への同号の入域を禁

止したため、同号は、破損が拡大する前に積

荷の油を他の船舶に積替えるためには安定海

域での作業が必要であるとして、スペイン領

海に入ることを求めた。しかし、スペインは

救助隊を送り同号の乗員を救出したものの、

自国沿岸 30 カイリ以内での積替えは拒否す

るとの回答を示した。他に、アルジェリア、

マルタ、ギリシアも Castor号の領海への進入

を拒否している。事故から 35 日後、Castor

号は公海上で積荷の積替えに成功し油流出の

被害は生じなかったものの、安定海域に入れ

なかったため、海洋汚染や船体及び積荷の損

失が生じる危険は高まり、積替えには多額の

費用を要することになった。 

 また、2002 年 11 月には、ロシア企業が運

航するバハマ船籍のタンカーPrestige 号

（81,589 dwt、船齢 26年）が、ロシアからシ

ンガポールに向けて油を輸送中、スペイン沖

で船体に亀裂を生じた。事故処理にあたった

サルベージ会社は、同船をスペインに向け曳

 
1)
 研究グループのメンバーは次の通り。赤塚宏一（日本船長協会副会長）、奥脇直也（明治大学法科大学院教授）、

長谷知治（東京大学公共政策大学院客員研究員）、許淑娟（立教大学法学部准教授）、山地哲也（海上保安大学校

教授）、西村弓（東京大学大学院総合文化研究科准教授）。 
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航し、沿岸 4カイリの地点で事故処理を容易

にする目的で入港許可を申請した。しかしな

がら、スペイン政府は、同船を事故現場であ

る外洋へ曳航するようにと回答し、60カイリ

以内での積替えも拒否した。その結果、同船

は事故発生から 6日後にスペイン沖約270km

の海域で水深約 3.5 km の海底に沈む事態と

なった。沈没に伴って 4万トンと推定される

油が流出し、スペイン、フランス、ポルトガ

ルの沿岸に甚大な被害をもたらした。以上の

2 つは国際的に大きな注目を集めた事例だが、

他にも要支援船舶が沿岸国から避難を拒絶さ

れた事例は数多く存在する。 

 これらの事故による油濁汚染は、ひとつに

は老朽化したタンカーの使用が原因となって

おり、この点については、構造規制強化とい

うかたちでの対応が一応なされつつある。他

方で、荒天や船体の不具合などによって事故

に瀕した船舶が、一時的避難や修理を実施す

るために避難水域への入域を求めた場合に、

沿岸国がこれらの要支援船舶の自国沿岸への

接近を拒否したために、実際に事故が発生す

るに至り、あるいは損害が拡大するという側

面もある。この後者の問題にどのように対処

すべきかについては、IMO指針等は示されて

いるものの、国際的にも未だ不明確な状態に

あり、日本においても避難水域問題に関する

施策は充分には整備されていない。 

 このような状況に鑑みて、本研究では、沿

岸国の避難港・避難水域提供拒否権限、拒否

に起因する汚染に対する責任の有無といった

法的問題に加え、諸外国におけるこの問題へ

の対応を調査したうえで、補償・保険制度、

あるべき意思決定メカニズム等も視野に入れ

て、要支援船舶に対する避難港・避難水域の

提供をめぐる規制のあり方を総合的に検討す

ることを目指す。 

 

2. 報告書の構成 

上記の目的を達成するため、本研究グルー

プは 5回にわたって研究会合を開催し、討論

を行ったうえで、本報告書をまとめた。 

問題の分析を正確に進めるにあたっては、

船舶が危難に直面した際にどのような考慮要

因に直面するのか、いかなる関係者がどのよ

うな枠組みで行動するのかといった実務上の

慣行等を前提的に理解しておく必要がある。

こうした要請から、第 1章「船長と避難地」

では、日本船長協会の赤塚宏一副会長が、実

務上の観点からみた避難水域指針の必要性を

論じた。 

続いて、避難の諾否やその結果生ずる責任

について、現行国際法上（第 2章「国際法か

らみた避難水域問題」（西村弓））および各種

条約・日本法上（第 3章「避難水域に係る補

償問題について」（長谷知治））は、どのよう

に理解されるのかを整理した。結論を先取り

していえば、避難水域問題に関する国際法上

の規律は未発達であり、現行国際法から日本

が採るべき施策が直接的に導かれるものでは

ないことが理解された。 

そこで、続いて、各国は実際に避難水域問

題に対してどのような施策を採っているのか、

主要各国の政策動向を調査した（第 4章「船

舶の避難水域をめぐる各国の動向」（許淑

娟））。その結果、浮かび上がったいくつかの

検討課題のうち、判断プロセスについては特

徴的な対応をとっている英国の制度をより詳

細に検討した（第 5 章「英国 SOSREP 制度

について」（山地哲也））。 

以上の検討を受け、終章では「日本への示

唆と今後の検討課題」（西村弓）をまとめた。

なお、IMO 指針等の主要な文書については、

添付資料に原文を別添した。 
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第１章 船長と避難地 

 

赤塚宏一（日本船長協会） 

 

 

 And in the shadow of Your wings I will make 

my refuge, until these calamities have passed by.

（Psalms 57:1 Old Testament） 

 

 避難水域については、1999 年 12 月のタン

カーERIKA号事故、2000年 12月のタンカー

CASTOR号事案等を踏まえ、IMOにおいてそ

の対応方策が検討され、2003年 12月の第 23

回 IMO 総会において任意的指針ではあるも

のの、「船舶の避難場所に関するガイドライ

ン」が策定されるに至った。その間、2002年

11月にはタンカーPRESTIGE号事故も発生し、

避難場所について更なる課題が生起した。 

 この避難場所に係る問題は新しいものでは

ない。従来から船舶運航に係る事故やトラブ

ル、いわゆる海難事故に際し、人命及び船舶

の安全、貨物の保全、海洋環境保全等の観点

から、海事関係者はもとより、沿岸国にとっ

ては降って湧いたような災難であり厄介な問

題として潜在しているものである。船長経験

者として、避難場所に関連し、船舶運航上直

面するであろう事案について simulateしてみ

たい。 

 

 折からの急激に発達した低気圧の影響で、

風速はすでに 30メートルを超え、左舷斜め前

方より、強風とうねりを受ける。載貨重量 3

万㌧のタンカーはこの強風と波浪に耐え切れ

ず、ローリングが始まった。夜になると風向

も変わり、船首真っ向から吹き付ける。烈風

は分秒ごとにその勢いを増し、秒速 40メート

ルから 45メートルに達し、密閉された船室内

にも引き裂くような悲鳴を上げて吹き込んで

くる。船は狂瀾に翻弄され、3 万トンのタン

カーとはいえども山のような波頭に乗り上げ

るたびに鈍い衝撃と共に身震いする。原油を

満載したタンカーの乾舷は低い。間断なく襲

う海水の塊と風魔は甲板上の一切の物を奪わ

んと猛り狂っている。そして波しぶきは真っ

白く船体を包み込む。 

 ブリッジでは船長と当直航海士が前面の窓

枠にしがみつき、各種の航海計器やレーダー、

風向風速計へと目を走らせ、また少しでも船

体への衝撃を避けようと小刻みに針路を変え、

船速を調整し、まんじりともせずにひたすら

風の、そして波浪の静まるのを祈る。 

 夜明けとともにさすがの低気圧も移動した

のか、バロメーターの針も少し上がり、風も

心持ち凪いできた。しかし巨大は波浪はすぐ

には治まらず船体は軋み時折不気味な悲鳴を

上げる。その異様な鳴動は船長を例えようも

なく不安にさせる。 

 

 長い一日もやっと終わりに近づき、デッキ

に人を送り出せるようになり、航海士と甲板

部員が総出で船体の点検に当たる。船長の不

安は現実のものとなり、デッキ上に 20メート

ルに及ぶ船体の亀裂が発見された。未だ原油

の漏洩は認められないが、亀裂は構造部材に

達しており、放置すれば船体折損の危険性す

ら予想される。多くの乗組員がいた昔の船な

らいざ知らず、火気厳禁のタンカーでしかも

（論文） 
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わずか 20 名程度の乗組員では応急修理する

ことなど不可能である。今や船員法にいう船

舶に急迫した危険があることは明白である。

船長は法にのっとり人命の救助並びに船舶及

び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければ

ならない。 

 

 船長は具体的にどうするのか。本船の置か

れた状況を迅速にかつ正確に把握するのが第

一である。そして、次は船舶所有者（あるい

は用船者）への報告／連絡である。本船の位

置、損傷の詳しい状況、緊急性そしてその時

点での援助の要否などの最低限の情報を連絡

しなければならない。それに引続き代理店を

通して、あるいは直接最寄りの沿岸国／寄港

国の管轄官庁への連絡である。この場合特に

援助の要否が重要である。 

 

 連絡を受けた船舶所有者はどうするのか。

直ちに社内の海難対応チームを招集し、かね

てからの海難緊急対応計画に基づき、船体保

険者と PI保険（船主責任保険）への通知、積

荷の荷主への通知、内外の関係官庁への報告、

そして必要時の救助業者の選択の打合せ、さ

らに忘れてはならないのが船体検査を実施す

る船級協会への連絡である。これは船体損傷

による本船の堪航性の推定に必要な情報を与

えてくれるもっとも重要な機関である。顧問

弁護士への一報も後の事故処理を考えれば当

然すべきことである。 

 また、船舶所有者は広報担当を一元化し、

社内外関係者への連絡、マスコミへの連絡、

さらに乗組員の家族などへの連絡も行うであ

ろう。 

 

 船長の最大の関心事はまずもって乗組員の

安全確保である。このため船内の救命設備・

救命器具をいつでも使用可能に出来るよう準

備をする。それについで船長が心することは

本船の安全、積荷の保全、そして海洋環境・

沿岸環境の保護であることには疑いない。 

 デッキ上の 20 メートルに及ぶ船体の亀裂

は甚大な損傷である。船体が二つに折損し、

沈没する可能性は十分にある。しかし幸いに

も気象海象は治まりつつあり、また最も近い

港ないし泊地までは約 50 海里（92.6km）で

ある。スピードを落し、慎重な操船を行って

も 7～8時間で到着可能である。船級協会との

協議でも現在の損傷状況や本船の状態、気象

海象であれば、なんとか航海を継続できると

の心証を得た。船長は港湾当局に対して正式

な入港許可を要請する。出来れば着岸、ない

しは風波浪の影響の最も少ない泊地への錨泊

の許可である。 

 

 しかし、要請を受けた港湾当局にとって、

ことは簡単ではない。入港を許可する前に協

議し、説明し理解を得る機関・利害関係者が

あまりにも多いのだ。ある国の例をとると、

こうした場合の主管庁は運輸省の海上安全局

である。コースト・ガード、海洋・漁業省、

そして環境省が主だった関係官庁である。

IMOの総会決議 949号及び 950号に基づき国

としての非常時対応計画を策定し実施してい

ても、あくまで諸官庁の協議と協力がベース

で一官庁の一存で決まるシステムではない。

国家に加え、当然のことながら、州政府、地

方自治体、港湾当局あるいは場所によっては

住民グループも協議に加わる。 

 積荷の原油は危険物である。漏洩し、引火

し、炎上爆発の危険性もある。また大量に流

出した原油は沿岸を汚染し、沿岸の住民や多

数の野生動植物に計り知れない影響を与える。

さらに付着した原油の除去がいかに困難かは

タンカーの乗船経験者なら誰でも知っている。

このような危険性と海洋環境破壊の可能性を

内包したタンカーを巡っては、いうまでもな

く多くの環境保護団体や市民生活に関わる
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NPO なども声高に意見を述べることであろ

う。 

 

しかし、損傷した本船上にある船長にとって

は、1 分たりとも無駄にできない、あたかも

命を刻むような時間なのである。風浪はやや

治まったとはいえ、荒天であることには変わ

りない。絶え間ない動揺と時折船体を揺るが

す衝撃、船体の亀裂はその間も着実に進行す

るであろう。なるべく船体に衝撃を与えない

ように風向を見定め、波浪を極力避け、かつ

最短距離を走るのは船長の技量と長時間の緊

張に耐える強い意志である。今や乗組員と本

船の安全と海洋環境保護は時間との勝負とも

いえる。一刻を争う事態であり、「時は金なり」

ではなく「時は命なり」である。救助の成否

は作業の迅速性が大きく影響することはいう

までもない。 

 

 このようなシミュレーションは絵空事では

ない。海難事故は常に発生している。国際救

助者連盟加盟会社の出動回数は年間 200件に

ものぼるという。また地球温暖化に伴う異常

気象の発生は最近特に顕著であり、温暖化と

異常海象との関連は明確ではないが外洋にお

ける巨大波の発生も多く報告されている。日

本の波浪階級表では 14メートル以上を「異常

な状態」としているが、欧州宇宙機関が衛星

画像を用いた研究では、地球全体で見ると外

洋では 30 メートル級の巨大波の発生はそれ

ほど珍しいものではないと報告している。大

型タンカーや大型コンテナ船が年間平均 10

隻はこの巨大波による被害にあっていると報

告されている。 

 

このような事態で船長が欲するのは管轄官庁

の本船の避難地に関する迅速、適切かつ明確

な指示である。それによって本船としてすべ

き作業・準備を行わねばならない。また荒天

遭遇以来、殆ど休息を取れなった自身をも含

めて乗組員に適切な休息を与え、来るべき事

態に備えねばならない。 

 

 沿岸国・寄港国関係者の協議は長引き、合

意は容易に得られないであろうことは想像に

難くないが、人命の安全はもちろんのこと大

規模な海洋汚染という時限爆弾を抱えたよう

な本船の切迫した事情を理解してもらわなけ

ればならない。船長としては、国際慣習法上、

海難に遭遇した船舶は避難水域に入る権利が

あると信じるが、一方沿岸国が自国の海洋環

境や市民生活の保護など守るべき利益と権利

に照らして、その軽重を量る、すなわち双方

に背反する権利があることを認めるにはやぶ

さかではない。 

 避難地を提供することは、善意の沿岸国に

多大なるリスクをもたらすことになるが、こ

れはエネルギー、資源、生活物資を輸送し社

会のライフラインを支えるインフラとして、

社会が負担しなければならないリスクとして

受忍出来ないことなのであろうか。 

 

 船長として切に望むのは、遭難船舶に対す

る陸上からの支援に於いて、迅速かつ個々の

ケースにおけるもっとも効果的な意思決定の

ための統一された指揮系統と権限の確立であ

る。 

 避難水域の問題はこの報告書において各方

面から詳しく論じられるが、容易に結論の得

られる問題でないことは自明である。しかし

船長としては切迫した危険に対処しなければ

ならない。 

 船長の立場としては、この報告書の第 5章

で詳細に検討される英国の SOSREP 制度

（ Secretary of State’s Representative for 

Maritime Salvage and Intervention : 閣僚権限代

行）が海難対応における指揮統制に関するも

っとも効果的な制度と思われる。この
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SOSREP制度の導入が各国・各地域にて検討

されることを強く望むものである。 

 実際に海難救助にあたる国際救助者連盟も

この SOSREP制度を「今日までに考案された

もっとも成功したシステムとみなしている。

この SOSREPの取り組みは、難局に立ち向か

う局面で統制され時機を得た判断を行うこと

を奨励する上で非常に効果的である。」として

いる。（KAIUN 2008 11 No.974 P.15） 

 このSOSREP制度は欧州委員会にても審議

され、その過程は第５章に詳しいが、英国型

の SOSREPの導入には至っていない。しかし

本年（2012年）7月 14日に大西洋上で起きた

コンテナ船 MSC Flaminia 号の爆発事故注)で

は、事故発生後１ヶ月以上経ってからやっと

船籍国であるドイツが避難水域を提供するこ

とを決めた。この過程で明確な指揮命令系統

を持ち安全の確保と迅速な決定を行うことの

出来る欧州版SOSREP制度の創設を求める声

も上がっている。 

 

 船長としての悪夢はPRESTIGE号海難の再

現である。2002 年 11 月スペイン沖を航行中

のタンカー・PRESTIGE号は荒天に遭遇し、

遭難信号を発しスペインに対して避難のため

の緊急入域を求めた。しかしスペイン当局は

これを拒絶し、本船に対して沿岸を離れ、沖

に向かうよう命令した。本船はその後荒天の

中、船体は二つに折れ、沈没した。積み荷の

重油は流出しスペイン沿岸を汚染し、甚大な

被害を与えた。沈みゆく本船に最後まで踏み

止まって救助活動に協力した英雄的ともいえ

る船長はスペイン当局により、「環境を破壊し

た罪」でスペインの重罪犯収容所で拘留刑に

処せられた。これはスペインという国家によ

る船長に対するなんとも非道な仕打ちであろ

う。 

 問題を抱えた船舶を自国沿岸からとにかく

追い出すというあまりにも単純なそして子供

染みた無責任な対応が結果的に自国沿岸の大

規模な海洋汚染を招いたのである。 

 

 
注）

MSC Flaminia号 

2001年に建造されたドイツの 6750個積（20フィー

ト換算）のコンテナ船。大西洋上にて積荷のコンテ

ナが爆発し火災を引き起こした。乗組員 2名が死亡

したが、その他の乗組員及び便乗者は救出された。

2012年 8月 30日現在、本船はタグボートに曳航さ

れ英仏海峡に向かっている。 
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第 2 章 国際法からみた避難水域問題 

 

西村 弓（東京大学） 

 

 

1. はじめに 

 構造上の欠陥、老朽化あるいは衝突、座礁

などによって船体に何らかの問題を生じ航行

継続が危険となった要支援船舶は、修理や積

荷の積替えを行うために風や波などの自然条

件が安定した水域に停泊することを必要とす

る。こうした作業を実施するには比較的沿岸

に近い水域が適切となるが、必ずしも港内に

入る必要はなく、多くの場合は荒天や波を避

けられる入り江や湾に停泊することによって

対応が可能である。近年議論となっているの

が、要支援船舶に対して避難水域（place of 

refuge）をいかなる条件で提供するかであっ

て、必ずしも避難港（port of refuge）の提供が

問題となるわけではないのはこのためである。 

 しかしながら、避難水域で修理や積替えを

実施したいという要支援船舶からの要請があ

った場合、これら船舶が放置された場合の処

理の問題、周辺海域の汚染、爆発などの起こ

り得る事態に対する危惧から、沿岸国が船舶

の近海への接近を拒否する事例は数多く存在

する1
。避難水域のこうした提供拒否は場合に

よっては要支援船舶のさらなる破損、積荷の

流失に帰結し、拒否を決定した沿岸国自身や

近隣諸国への損害をもたらす危険性を孕む。

スペイン、フランス、ポルトガル沿岸に甚大

な被害をもたらした 2002 年のタンカー

Prestige号の事故はつとに有名である。 

 これらの事例では、仮に沿岸国が避難を認

め、早い段階で修理や積替えが実施されてい

ればよりコストをかけずに処理ができたので

はないかとして、沿岸国による避難拒否に対

して批判が寄せられた
2
。避難水域の提供は一

定の場合には法的義務なのか。いかなる場合

に避難を認める必要があるのか、その判断は

誰が行うのか。避難水域の提供あるいは拒否

に伴う責任の配分はどう理解すればよいのだ

ろうか。 

 本章では、まず事故対処の枠組み全体の中

で避難水域が占める位置づけを確認したうえ

で、避難水域の提供義務の有無および提供あ

るいは拒否に伴う責任について、国際法上の

観点から考察を行うことにする。 

 

2. 要支援船舶対処の枠組み 

 要支援船舶への対応については、事故の程

度や対処可能性、船舶が所在する海域、保護

すべき利益等に応じて、想定される文脈、し

たがって適用される規範が異なる点に注意す

る必要がある。 

 

（1）緊急入域 

 要支援船舶への対処に関して、古くから議

論されてきたのは、外国船が荒天・事故等に

より乗船者に急迫した危険があることを立証

した場合、近隣沿岸国の港内への避難を認め

られるという緊急入域の制度である。 

 通商航海条約等を締結して開港を指定する

慣行からも窺われるように、内水への外国船

のアクセスの可否については沿岸国が主権的

に決定することができ、外国船舶の無害通航

権を認める必要もない。外国船に対して一般

（論文） 
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に開港され使用実績のある国際海港について

は、船舶の国籍を基準として不当な差別をし

てはならないという規制はかかるものの、こ

の場合であっても入港条件を一律に課すこと

は可能であるし、実際に多くの国が種々の入

港条件を定めている3。このように港へのアク

セスは外国船舶に認められる権利ではないが、

その例外として外国船舶の入港が慣習法上認

められてきたのが遭難（distress）の場合であ

り、現在では遭難船の緊急入域は国際慣習法

として成立しているとされる4。入域に伴う沿

岸国国内法令違反は、急迫の危険を逃れるた

めの遭難と位置づけられる限りにおいて違法

性を阻却され、緊急入域にあたれば入港条件

等に反して内水への避難を行っても沿岸国の

法令違反を問われることはない。 

 ただし、遭難に基づく違法性阻却が認めら

れるためには、船舶上の人命に対する危険が

存在する必要があるとされる5。人命のみなら

ず、船体や積荷等の保護のために緊急入域を

認める拡張解釈を行うことは、とりわけ入域

によって環境汚染のリスクが高まる可能性が

あるケースでは危険であることが指摘されて

いる6。したがって、港その他の内水への入域

については、船上の人命に対する急迫した危

険の立証を条件に認められることになるが、

急迫性が証明されない場合や積荷等への損害

のみが危惧される場合には沿岸国は要支援船

舶の入域を拒否しうることとなる。 

  

（2）避難水域の提供 

 これに対して、近年議論されている避難水

域の提供は、第 1に、要支援船舶が港をはじ

めとする内水のみならず、領海（や場合によ

っては EEZ）内における避難を要請する場合

にこれにどう対処すべきかという問題が中心

となる。船体の修理や積荷の積替えを行うた

めには、自然条件が安定した比較的沿岸に近

い水域における停泊が適切とされるが、必ず

しも港内に入る必要はなく、多くの場合は荒

天や波を避けられる入り江や湾に停泊するこ

とによって対応が可能だからである。 

 また、第 2に、船上の人命の安全はとりあ

えず確保したうえで、船体および積荷をいか

に安全な状態にし、海洋汚染を防止するかが

焦点となっている。Castor 号事件に際して同

号の自国領海への入域を拒否したスペインは、

「海上での捜索及び救助に関する国際条約

（SAR 条約）」で求められる人命救助義務を

越えて、船舶や積荷の保護という経済的理由

によって沿岸の安全、財産、環境といった法

益を危険にさらすことはできないと主張して

いた。スペインへの批判もまた、船上の人命

保護に関してではなく、避難水域の提供を拒

否したことによって、船舶や積荷ひいては海

洋環境を危険にさらした点に根拠づけられて

いた。 

 このように、避難水域の提供は、対象海域

及び対処すべき事態の双方において、伝統的

な緊急入域とは文脈が異なる点を有すること

に注意する必要がある。 

 

3. 避難水域の提供義務 

 では、上述のように理解される避難水域の

提供について、国際法上はどのように捉えら

れるのだろうか。提供は沿岸国の義務なのだ

ろうか。この点を考察する前提として、各国

や国際機関の理解を整理する必要がある。主

要国の国家実行については第 4章の許論文で

詳しく検討するため、ここでは国際組織や地

域的機関、関係団体等が避難水域問題に関す

る規範をどのように認識しているのかを押さ

えたうえで、水域提供義務の有無について検

討しよう。 

 

（1）避難水域に関する諸指針 

（a）IMO指針 

 要支援船舶に対していかなる場合に避難水
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域の提供が求められるかについては、IMOの

海上安全委員会を中心として議論が重ねられ、

2003 年総会において、総会決議 A23/Res.949

「要支援船舶に対する避難水域に関する指針

（Guidelines on Places of Refuge for Ships in 

Need of Assistance）（以下、IMO指針）」が採

択された7。 

 この指針は、総則、避難水域を求める船長

及びサルベージ要員がとるべき行為に関する

指針、沿岸国に期待される行為に関する指針

の 3部で構成される。対象とする事態は、船

舶が何らかの援助を必要とするものの、船上

の人命救助が必要となる遭難には当たらない

場合、もしくはすでに船上の人員が救出され

た場合とされる。沿岸国に避難水域提供義務

を課すものではないが、合理的に可能な場合

には提供が望ましいとして、受入れ可否を決

定するにあたって採るべき手法や考慮すべき

諸要素（船舶の航行可能性、積荷の性質、避

難水域までの距離、保険加入の有無及び保険

限度額、金銭的保証の有無、船長およびサル

ベージ要員の意思、周辺環境や社会経済に対

するリスク評価等）を例示している。 

 IMO の総会決議はそもそも形式的にも法

的拘束力を有せず、またこの IMO指針の内容

も法的な権利義務の同定を目的としていない。

上記のような判断手法や考慮要因を列挙する

ことによって、各国が要支援船舶の受入れの

可否を決定するに際して合理的な判断が確保

されることを狙ったものと言える。 

 

（b）地域機関 

 欧州連合（EU）は、2009 年に「船舶通航

の監視および情報交換システム構築に関する

EU 指令（以下、EU 船舶通航監視指令）」

（Directive 2009/17/EC）を採択した8。同指令

は、2002 年の旧指令を改正したものであり、

加盟国に対して避難水域に関する計画策定を

求める。具体的には、船舶の避難水域への収

容の可否について独立した決定を行う当局を

指定すること、自国沿岸に関する関連情報を

収集すること、避難水域提供の諾否を判断す

るための評価手続を整備すること、財政的保

証や責任について整理することを求めている。 

 この指令も、避難水域の提供自体を沿岸国

に義務づけることは行わず、水域提供の諾否

判断の手続を整備すること、およびその判断

に必要な情報を予め収集・整理することを中

心的課題とする点において、IMO指針と同様

の考えに則っている。手続や必要情報の整備

を通して、合理的な判断を行いうる環境を整

えることを加盟国に要求する趣旨である。も

っとも、拘束力を持たない IMO指針とは異な

り、手続や情報の整備は法的義務として加盟

国に課されている点には注意が必要である。 

 同様に、バルト海沿岸 9カ国および EUが

加盟するヘルシンキ条約下で設立されたバル

ト海海洋環境保護委員会は、2001年に船舶起

因汚染防止に関する同条約の附属書 IV

（Convention on the Protection of the Marine 

Environment of the Baltic Sea Area, Annex IV: 

Prevention of pollution from ships）を改正して

（HELCOM Recommendation 22E/5）、加盟国

に避難水域に関する計画を策定し、各国の計

画を加盟国間で交換することを義務づけてい

る9。 

 

（c）学術団体 

 万国海法会（CMI）は、2001年から避難水

域問題を討議する作業部会を設置して検討を

続け、2008 年に「避難水域草案（Draft 

Instrument on Places of Refuge）（以下、CMI草

案）」を採択した10。 

 この草案は、要支援船舶に対する避難水域

提供について、例外的な場合を除き原則的に

沿岸国の義務と位置づける構成を採った点で

画期的である（3 条（a））。例外をどう起草す

るかについては細部について合意が得られず、
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3 つの選択肢が示されているが、その実質的

内容は、①避難水域を提供することが要支援

船舶の受け入れを拒否する場合に比べてより

大きな危険をもたらすか、②保険その他の金

銭的保証によって損害時の補償を期待しうる

か、を 2つの要素とする。また、合理的な判

断に基づいて要支援船舶の受け入れを行った

沿岸国は、その結果、当該船舶あるいは他国

に損害が生じたとしても、これに対して責任

を負わないこと（4条）、反対に合理的理由な

く避難を拒否した沿岸国は、これによって要

支援船舶や他国に生じた損害につき賠償責任

を負うこと（5条）が定められた。 

 このように、CMI草案は、拒否しうる例外

的場合はあるにせよ避難水域提供の法的義務

を定めた点、提供の諾否に伴う責任の所在を

定めた点において、IMO指針や EU指令等に

比べて踏み込んだ内容となっている。もっと

もそれだけに反対論も少なくなく、CMI総会

で賛成 16票、反対 10票、棄権 2票という得

票で可決されたという事実に照らしても、草

案が CMI 内部においても圧倒的支持を得て

いたわけではないことがうかがわれる。CMI

は、採択した草案を条約作成の参考資料とし

て IMO法律委員会に送付したが、法律委員会

は、新たな条約の作成は不要であるとの判断

を下している。 

 

（2）避難水域提供義務 

 以上のように、実際に加盟国に向けられた

規範として採択された IMO指針やEU等の関

連決議をみる限り、要支援船舶の避難水域へ

の受け入れ義務は沿岸国に課されておらず、

各国には受け入れの諾否に関する政策決定の

手続・基準の明確化が求められるにとどまっ

ている。唯一、CMI草案は、沿岸国の受け入

れ義務を定めているが、例外規定を有してお

り、またそもそも学術団体による決議であり

実定法ではない。 

 避難水域提供を決定する権限官庁を定め、

あるいは決定にあたっての考慮要素を列挙す

るという作業は、これら水域への外国船の避

難を許可する権限を沿岸国が有することを前

提としており、IMOや地域機関が避難水域の

提供は沿岸国の自由であると理解しているこ

とが窺われる。いかなる根拠によってこうし

た判断がなされるのであろうか。この点を考

察するにあたっては、海域や危険の状態に即

して分類して考察する必要がある。 

 

（a）内水 

 緊急入域に該当する場合を除き、港を含む

内水への外国船舶の受け入れが沿岸国の裁量

事項であることは前述の通りである。 

 

（b）領海 

 領海内への避難についても、沿岸国は法的

には拒否しうると考えられる。外国船舶は領

海内において無害通航権を有するが、停船あ

るいは投錨のうえ船体の修理を行い、他船に

積荷を積みかえる行為はそもそも「通航」に

当たらないため、無害通航権との関係におい

ても避難水域の提供は拒否可能である（海洋

法条約 18条 1項）。 

 むろん、「停船及び投びょうは、…不可抗力

若しくは遭難により必要とされる場合…に限

り、通航に含まれ」（同 2項）、また、一般国

際法上も遭難を避けるための行為は違法性を

阻却されるため、要支援船舶が人命の安全に

関わる急迫した危険の中に置かれている場合

には、保護されなければならないことは言う

までもない。しかし、避難水域の提供がとり

わけ問題とされるのは、船上の人命の安全は

確保したうえで、船体や積荷の保護と海洋環

境の保全をどのように図るのかという局面に

おいてであることは前述の通りである。不可

抗力や遭難に至らない危険に際して停船や投

錨を行う場合には、通航に当たらず通航権は
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認められないことになる。このような場合に

は、沿岸国は自国領海に対する主権の効果と

して、当該船舶に対していかなる措置をも執

ることが可能となるとされる11。 

 

（c）EEZ 

 多くの場合、避難水域は海象条件や設備の

観点から沿岸付近の内水または領海内に求め

られる。しかしながら、たとえばスペインは、

Castor 号について沿岸から 30 カイリ以内、

Prestige号については 60カイリ以内での積荷

の積替えを拒否し、自国 EEZ（の一部）が避

難水域として使用されることについても否定

している。スペインのこうした対応は国際法

上、正当化されるのだろうか。 

 EEZにおける通航は基本的に自由であって、

沿岸国が外国船舶に対して規制を行うことが

できるのは、資源の保存管理や環境保護等に

関して特定された管轄権を行使する場合に限

定される。後者について、海洋法条約 220条

6項は、「著しい損害をもたらし又はもたらす

おそれのある排出が生じたとの明白かつ客観

的な証拠」の存在を沿岸国による執行の要件

としており、排出を生じていない段階の要支

援船舶に対しては、海洋環境保護のための執

行措置の一環として退去を命ずることはでき

ないことになる。 

 ただし、EEZ内で発生する緊急の危険に対

しては、別途介入権で対応することが予定さ

れており、介入権の行使態様の１つとして

EEZからの退去命令が含まれうるとすれば避

難拒否は介入権に根拠づけられることになる。

海洋法条約 221条によれば、「著しく有害な結

果をもたらすことが合理的に予測される海難

又はこれに関連する行為の結果としての汚染

又はそのおそれから自国の沿岸又は関係利益

…を保護するため実際に被った又は被るおそ

れのある損害に比例する措置」を領海を越え

て執ることが沿岸国には認められる。介入権

は、Torrey Canyon号事件を契機に作成された

「油による汚染を伴う事故の場合における公

海上の措置に関する国際条約（公海措置条

約）」によって導入されたことからもみてとれ

るように、典型的には急迫した危険を除去す

るために沿岸国が外国船に対して強制的な措

置を執ることを想定している。強制的介入が

認められるのであれば、退去命令も可能であ

ると解するか、汚染の防止に繋がらない点で

退去命令は介入措置の正当化とは基盤を異に

し、介入措置の 1つとしては位置づけられな

いと評価するかが問題となろう。 

 

（d）小括 

 以上のように、現行国際法上、沿岸国は港

を含む内水や領海への要支援船舶の避難につ

いては、人命が関わらない場合は基本的に拒

否しうると考えられる。他方、排出が生じて

いない段階での EEZ における避難について

は、原則として沿岸国の規制権限は及ばず、

例外的に介入権行使として正当化されうるか

否かが問題となる。 

 IMO指針その他は、しばしば要支援船舶を

沿岸国が「自国の管轄下の水域」に受け入れ

るという表現を用いており、本来は法的性質

が異なる海域を区別せずに議論する傾向があ

る。もっとも、多くの場合、港あるいは比較

的沿岸に近い領海内の入り江等が、海象等の

自然条件や設備面の観点から望ましい避難水

域として想定される。一連の指針は、これら

の海域への避難を念頭に置き、原則として避

難水域への受け入れ義務は存在しないことを

前提としつつも、なお一定の条件のもとでは

政策的に避難を認めることが望ましいという

考え方に立って、避難の諾否決定に関わる沿

岸国の裁量権行使に際してその合理性の確保

を目指す作業として位置づけられる。 
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4. 避難水域提供の諾否と責任 

 避難水域提供に消極的な国家が多いのは、

提供の結果として、難船処理等の負担、沿岸

環境への悪影響、漁業・観光資源への損害と

いった経済的損失が生じることを危惧するか

らである。EU 指令作成にあたって、避難を

認めた場合に生じる損害の補償、避難を求め

る船舶に付保を要求することが今後の課題と

されていたこと、CMI草案においてもこれら

2 つの要素が例外的避難拒否事由とされてい

たことからもこのことは窺われる。 

 仮に避難を認めた結果、沿岸国に損害が生

じた場合、これを補償する枠組みにはいかな

るものがあるだろうか。また、逆に避難水域

の提供を拒否した結果、他国に損害が生じた

場合の責任の配分はどう理解すればよいのだ

ろうか。民事責任条約をはじめとする各種条

約の適用可能性・限界については次章の長谷

論文が詳しく検討するので、ここでは、これ

ら条約以外の一般国際法上のコスト配分およ

び責任について整理する。 

 

（1）沿岸国に生ずる損害の補償 

（a）入港条件 

 入港前に高額の保証金を支払うことを条件

に避難を認めるというかたちで独自の保証を

確保する国もある。避難水域提供に関する諸

国の実行については詳しくは第 4章で検討す

るが、たとえば、シンガポールは、遭難船の

入港条件として最低 1千万米ドルの保証を要

求し、また、ギリシアは領海に入域するあら

ゆる船舶に難破処理のための保険を強制する

法律を制定している12。しかし、これらの国

内法令は入港条件のかたちをとるため、入港

をせずに内水、領海内の海域に避難する船舶

については金銭的保証を確保することができ

ないという限界を有している。 

 

 

（b）旗国の責任 

 避難水域提供によって損害を被った沿岸国

は、要支援船舶の旗国の責任を問うことがで

きるだろうか。海洋汚染一般に関する責任を

定める海洋法条約 235条の起草作業において

は、国の責任原則を規定しようとした提案に

対して民事責任制度で対応すれば十分である

として批判論も根強く、235 条 1 項は「いず

れの国も、海洋環境の保護及び保全に関する

自国の国際的義務を履行するものとし、国際

法に基づいて責任を負う」という一般的な規

定ぶりにとどめられた。こうした経緯に照ら

すと、汚染が生じたという事実そのものから

旗国の責任を問うことはできず、海洋環境保

護に関して何らかの特定された義務の違反が

ある場合のみに国家の責任が問われると解す

ることが合理的である13。 

 この点については、すべての国は「海洋環

境を保護し及び保全する義務を有」する（海

洋法条約 192条）ことを前提として、とりわ

け旗国は、海洋環境保護のための法令制定義

務（同 211条 2項）、および当該法令の執行義

務（同 217条）を負っている。また、海洋法

条約 94条は、自国を旗国とする船舶に対し有

効に管轄権を行使し規制を行うことを締約国

に義務づけ、船舶の構造や設備、乗員の質に

ついて国際的基準を確保することを求めてい

る。これらの義務は旗国に自国船から一切の

損害を発生させないことを求めるものではな

いが、義務不履行の事実は、自国の管轄下の

活動から海洋汚染が生じることを防止するた

めの注意義務を尽くしていたか否かを判断す

る際の 1つの考慮要素となる可能性がある。

要支援船舶が仮にこれらの基準を充足してい

ないことを原因として汚染を生じた場合には、

相当の注意義務違反に基づいて旗国の責任を

追及する余地が残ると指摘されるところであ

る14。 
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（2）避難水域提供拒否に起因する責任 

 逆に避難水域の提供を拒否した結果、汚染

が発生、拡大し他国に損害を与えた場合、拒

否を行った沿岸国は何らかの責任を負うか。

この問題に対処するための条約は存在せず、

現状では一般国際法上の原則に照らして判断

するほかない。 

 領海内の避難水域への受入れを拒否した結

果、要支援船舶が自国の EEZや公海で汚染を

引き起こし、他国に損害を与えた場合の責任

がどう理解されるかについては、受入れ拒否

という行為が EEZ 上の外国船舶に対して執

られることから、EEZにおける海洋環境保護

に関する沿岸国管轄権の性質に依存する。こ

の点につき、海洋法条約 56条１項(b)が、EEZ

における環境保護に関する沿岸国の権能を、

資源に対する主権的権利と区別して「管轄権」

とするのは、主権的権利のようにそれ自体が

根拠となって沿岸国の具体的権限を生じるこ

とはなく、沿岸国が行使しうる権限の範囲は

関係規定によって特定されることを意味する。 

 そこで海洋環境保護に関する条約第 12 部

をみると、第 1に、そもそも 192条は「いず

れの国も、海洋環境を保護し及び保全する義

務を有する」として、海洋環境保護のための

一般的義務を各国に課している。第 2に、211

条 5項は、権限ある国際機関を通じて設定さ

れる国際的基準に合致しこれを実施する法令

を定めることを沿岸国に認めている。すなわ

ち、環境保護に関する沿岸国の立法管轄権を

国際的基準のもとに制約している。第 3に、

211条 5項が 6節を執行する目的での立法を

認めるという規定ぶりをとっていることから

も、沿岸国による管轄権行使は国際的基準を

実施するための国際的管轄権の分担実施とし

て位置づけられる。海洋環境の保全に関して

沿岸国が EEZにおいて有する管轄権は、自国

の利益の充足のためだけに行使することが想

定されているのではなく、一般利益を実現す

るための権限分担としての性格を有するので

ある。以上を前提とすれば、汚染の発生が合

理的に予見される場合に船舶の避難を拒否す

るなど EEZ 内で一定の環境保護を実施する

ための相当の注意義務に違反したことが認定

できれば、沿岸国の責任が追及される可能性

もあると考えられよう15。 

 他方、すでに領海内に所在する要支援船舶

に対して退去を命じ、その過程で汚染が発生

し、他国に損害を及ぼした場合はどうか。国

家は、領海を含む自国領域内で生じる活動に

ついて、相当の注意をもって管理する責任を

負っており、この注意義務を欠いた結果とし

て他国に損害を与えた場合には責任を負うこ

とになる。外国船舶は旗国の管轄下にあるこ

とから、沿岸国が実際に管理を及ぼす立場に

ないことが問題を複雑化するものの、海洋法

条約 21 条で沿岸国は領海において環境保護

のための立法管轄権を与えられており、沿岸

国は同条を根拠に一定の規制を及ぼしうるた

め、対処の態様によっては注意義務違反を問

う余地は残されるだろう16。 

 

5. おわりに 

 要支援船舶に対する避難水域の提供が求め

られるか否かについては、避難が要請される

海域、問題となる事態の性質ごとに分類して

検討する必要があるが、現行国際法上は、避

難水域として適切とされる内水や領海につい

ては、沿岸国は要支援船舶を受け入れる義務

を負わない。他方で、受け入れ拒否によって

汚染が発生し、拒否国も含めて周辺国に汚染

が拡大する事態は避けなければならない。

IMO指針等が試みるように、汚染発生とその

防止の可能性について合理的な判断を下して

対処しうる環境作りを急ぐ必要があろう。そ

の際には、避難水域への受け入れ諾否に伴っ

ていかなる責任が沿岸国に生ずるか、仮に要

支援船舶が損害を発生させた場合にその補償
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をどのように確保しうるのかが 1つの鍵とな

る。その他、どのような考慮要因、基準、手

続を準備すべきかについては、次章以下で各

種条約体制や各国の実行を参照しつつ、さら

に分析することとする。 

 国際法上の問題として残された課題として

は、第 1に、避難水域を提供した場合、当該

要支援船舶に対して沿岸国がいかなる管轄権

を有するかが挙げられる。避難水域を提供し

た沿岸国は、具体的な修理や積替えの実施や

その方法を指定し、要支援船舶に対処するた

めの管轄権を認められるのか。認められると

すれば、沿岸国による要支援船舶に対する実

質的コントロールは損害が生じた場合の責任

配分にどう影響するのだろうか。 

 第 2に避難が認められるべき場合、および

法的には避難を拒否しうるものの避難を認め

ることが望ましいケースで、避難先として複

数国の水域が考えられる場合にいずれに避難

をするかをいかに決定すべきか、そうした事

案で損害が生じた場合にはいずれの沿岸国の

責任を認めるべきかという問題が挙げられる。

他国水域への避難が想定し得る場合には自国

管轄下水域への避難を拒絶する国家が多いか

らである。国際海上保険連合（International 

Union of Marine Insurance）が、地域的機関に

おいて専門家委員会を構成し、事案ごとに適

切な避難先を勧告する仕組みをつくることを

提唱するのもこうした文脈においてである17。

ヘルシンキ条約加盟国間で各国が指定した避

難水域の情報を共有し、かつ域外で事故が発

生した場合にも要請に応じて当該情報を提供

することに合意したのは、こうした方向に向

けた協力の第一歩と評価されよう。 

 

 

                                                             
1 たとえば、1978年、破損したタンカーAndros Patria

号の領海への立入りをスペイン、ポルトガル、フラ

ンス、イギリスが拒否し、5万トンの油が流出した。

                                                                               
1979 年には、トリニダード･トバゴが衝突したタン

カーAtlantis Empress 号を沖へ曳航するよう命じ、

300カイリ沖で積荷の 27万トンの油ごと沈没した。

その他、避難水域の提供拒否事例に関する各国への

アンケートは、以下を参照。“Report of the CMI to the 

IMO: Places of Refuge,” CMI Yearbook 2002 (2002), 

pp.117-146. 
2 専門家は、推定 4 万トンの油流出をもたらした

Prestige 号事故において、仮にスペインが避難を認

めていれば 1000-3000トン程度の流出で処理が可能

であったと試算している。European Parliament, 

Committee on Regional Policy, Transport and Tourism, 

Draft Report on Improving Safety at Sea in Response to 

the Prestige Accident (23 June 2003), PE 314.784/1-150. 

3 R-J. Dupuy and D. Vignes, A Handbook on the New 

Law of the Sea (1991), p.941; D.P. O’Connell, The 

International Law of the Sea, vol.2 (1984), p.848. 

4 海上保安庁警備救難部『緊急入域ハンドブック（改

訂版）』（1987年）、1-6頁; P.C. Jessup, The Law of 

Territorial Waters and Maritime Jurisdiction (1927), 

p.207. 

5 “Commentary to Article 24: Distress,” J. Crawford, The 

International Law Commission’s Articles on State 

Responsibility: Introduction, Text and Commentaries 

(2002), p.176. 

6 R.R. Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea, 3rd 

ed. (1999), p.63. 

7 具体的な規定については、添付資料 pp.2-15を参照

のこと。下記ウェブページにも掲載。 

http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=9

042&filename=949.pdf. 

8 Directive 2009/17/EC of the European Parliament and of 

the Council of 23 April 2009 amending Directive 

2002/59/EC Establishing a Community Vessel Traffic 

Monitoring and Information System, Official Journal of 

European Union, L131/101, 28 May 2009. 避難水域に

関する条文については添付資料 pp.22-24参照。 

9 Regulation 12: Places of Refuge  

The Contracting Parties: 

(a) shall, following-up the work of EC and IMO, draw 

up plans to accommodate, in the waters under their 

jurisdiction, ships in distress in order to ensure that 

ships in distress may immediately go to a place of 

refuge subject to authorisation by the competent 

authority; and 

(b) shall exchange details on plans for accommodating 

ships in distress. 

 なお、この規則は「遭難」船舶に対する避難水域

の提供という規定ぶりとなっているが、策定過程に

おいては Castor号事故や IMO指針作成作業等にみ

られる避難水域提供問題を含めて議論しており、伝

統的な緊急入域との区別が曖昧である。同じことは

EC指令にも当てはまる。 
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10 条文は添付資料 pp.27-32参照。起草過程等について

は、“Places of Refuge,” CMI Yearbook 2009 (2009), 

pp.158-229参照。 

11 Churchill and Lowe, supra note 6, p.353. 

12 “Places of Refuge,” submitted by International Union of 

Marine Insurance, IMO Doc. MSC 77/8/2 (14 February 

2003), paras.12-13. 

13 薬師寺公夫「越境損害と国家の国際適法行為責任」

『国際法外交雑誌』93巻 3･4合併号（1994年）、88

頁。 

14 B. Smith, State Responsibility and the Marine 

Environment (1988), pp.244-245. 

15 Ibid., pp.241-244, 247-248. 

16 Ibid, pp.213-214. 

17 “Places of Refuge,” supra note 12, para.14. 
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第 3 章 避難水域に係る補償問題について 

 

長谷知治（東京大学公共政策大学院） 

 

 

1．問題の所在：避難と責任と補償の関

係 

 避難港・水域に係る論点の一つとして、避

難港・水域と責任及び補償の関係については、

大きく 2つの観点が考えられる。まず第一に、

避難を認めた結果、汚染を生じた場合に、①

民事責任条約（Civil Liability Convention

（CLC））や基金条約といった国際法のレジ

ーム、国内法に基づく入港条件等、汚染を払

拭するための仕組みは現行のもので十分かど

うか、十分でないとすれば、どのような改善

策がありうるか。②旗国に対して責任を求め

うる可能性があるか、③第三者損害について、

避難を認めた沿岸国が責任を問われる可能性

があるかという問題である。第二に、避難を

拒否した結果、汚染を生じた場合には、④

CLC上の補償責任は免責されるのか。⑤この

場合、入港を拒否した国が第三者への損害に

ついて何らかの責任を負うのか。負うとすれ

ばどのような条件によるのか、またこれらの

うち責任を負う場合にあっては補償が可能で

あるのかという問題である。これら全てに対

応するわけではないが、念頭に置きながら検

討を進めたい。 

 

2．避難を諾否する主体に係る規定：日

本の法制度について 

 

（1）避難港に係る規定 

 まず、日本において、遭難船舶に対し避難

を認める、または拒否するというのは誰の権

限であるのか、すなわち誰が責任を負うのか

について考察する。避難港に係る規定を見る

と、港湾法と港則法施行規則に規定されてお

り、港湾法第 2条第 9項においては、「避難港

とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のためて

い泊することを主たる目的とし、通常貨物の

積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾

で、政令で定めるものをいう」と定義してい

る。選定基準は、小型船舶の海上の難所であ

り、航路が重要な輸送経路上に当たり、安全

に避難しうる港湾の航海距離が 50浬（小型船

舶の航行時間を 7から 10時間）を超えて、か

つ、適当な泊地を有し、小型船舶が即座に入

港しうる場所とされた。宗谷、えりも、下回

等 35港で都道府県の管理が 29港、市町村の

管理が 6港となっている1。また、港則法施行

規則第 1条第 5項においては、「避難その他船

舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特

定港への入港又は特定港からの出港をしよう

とするときは、第 1項から第 3項までの届出

に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。」

とする。本規定は、港則法第 4条に定めるき

っ水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶

が常時出入する港である特定港に係る届出事

項の例外を定めているに過ぎない。 

 

（2）港湾法 

 （1）のほか、避難港・水域に関連する規定

を概観する。まず、港湾法においては、第 2

条第1項第5号において、水域施設とは航路、

泊地及び船だまりと定義し、第 12条第 4号の

（論文） 
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2及び準用される第 34条において、水域施設

の使用に関し必要な規制を行うこととされて

いる。また実態として、日本の港湾は、港湾

法第 33条により、港務局を設立しない港湾に

ついて、単独で港湾管理者となり、又は港湾

管理者として地方自治法第 284条第 2項若し

くは第 3項の地方公共団体を設立することが

できるとされ、新居浜港を除けば地方自治体

管理となっている。条例における避難港関連

の規定として、例えば東京都の港湾管理条例

第 22条を見ると、使用の規制として、「知事

は、次に掲げる場合において、港湾施設の管

理上著しい支障が生じると認められるときは、

港湾施設を使用させないことができる。」とし

ており、次に掲げる場合として「①港湾施設

を使用しようとする者に係る船舶（以下「船

舶」という。）が、港湾施設を損傷し、又は汚

損し、その他管理上支障を来すおそれがある

船舶として規則で定めるものに該当する場

合」、「②船舶の所有者等（船舶の所有者等の

責任の制限に関する法律（昭和五十年法律第

九十四号）第二条第一項第二号に規定する船

舶所有者等に該当する者をいう。）が、当該船

舶の事故に基づく損害賠償その他の請求に対

する義務を履行しないおそれがある者として

規則で定めるものに該当する場合」としてい

る。また、「知事は、船舶の入港により、都民

の生命、身体又は財産その他都民生活の安全

が害されるおそれが強く、これを防止するた

めに他に適当な手段がないと認められる場合

は、港湾を利用させないことができる。」とし

ている。 

 

（3）港則法 

 次に港則法においては、第 5 条において、

「特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令

の定めるところにより、各々そのトン数又は

積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の

区域内に停泊しなければならず、国土交通省

令の定める船舶は、国土交通省令の定める特

定港内に停泊しようとするときは、港長から

びょう地の指定を受けなければならない。」と

している。 

 

（4）領海等における外国船舶の航行に関する

法律 

 これらのほか、領海及び内水については、

平成 20年に公布・施行された領海等における

外国船舶の航行に関する法律第 4条において、

外国船舶の船長等は、領海等において停留等

を伴う航行をさせてはならないが、海難その

他の危難を避ける場合等やむを得ない理由が

ある場合は、この限りでないと規定するとと

もに、第 5条において、外国船舶の船長等に

対し、領海等において当該外国船舶に停留等

をさせる必要があるときは、外国船舶の名称、

船籍港、停留等又は通過航行をさせようとす

る理由等を最寄りの海上保安庁の事務所に事

前通報させる義務を課している。 

 

（5）船舶油濁損害賠償保障法 

 船舶油濁損害賠償保障法においては、第 39

条の 4 において、100 総トン以上の船舶は船

主責任制限法の限度額までの保険を付保して

いなければ、本邦内の港及び瀬戸内海等の海

域に入港・入域をし、本邦内の港から出港・

出域をし、又は本邦内の係留施設を使用して

はならないとしている。 

 

（6）その他 

 以上は、避難港・水域に係る船舶に対する

規制であるが、このほか国の判断としては、

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

では、その第 39条第 3項において、大量の特

定油の排出があったときは、最終防除措置義

務者たる船舶所有者は、直ちに排出特定油の

防除のための必要な措置を講じなければなら

ないことになっているが、これらの者が必要
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な措置を講じていないと認められるときは、

海上保安庁長官は、これらの者に対し、同項

の規定により講ずべき措置を講ずるよう命ず

ることができる。また、海上保安庁法第 18

条第 1項において、海上保安官は天災事変、

海難等危険な事態がある場合であって、人の

生命若しくは身体に危険が及び財産に重大な

損害が及ぶおそれがあり、かつ急を要すると

きは、他の法令に定めのあるもののほか、次

に掲げる措置を命じることができるとして、

同項第 2号に航路を変更させ、又は船舶を指

定する場所に移動させることと規定しており、

海上保安庁が主体的に関与することにより避

難水域への収容も考えられる2。 

 以上のとおり、国または地方が、国内法や

条例に基づき入港時またはびょう地の指定等

の際に、避難港・水域の避難を認めるか、そ

れとも拒否するかという判断がありうる。 

 

3．沿岸国に生ずる損害に対する補償 

（1）汚染損害に対する補償制度の現状 

 避難港・水域提供によって油濁損害等を生

じた場合には、1997年に日本海沖で発生した

ナホトカ号事故が漁業関係者、観光業者、電

力会社、国、地方自治体等に対して約 261億

円と莫大な損害を発生させたように、清掃費

用、汚染防止費用、汚染軽減費用のほか、所

有物に対する損害、漁業・海洋養殖及び魚加

工業や観光業に対する損害、これら純経済的

損害を防止するために採られた費用、環境損

害といったといった経済的損失3が生じる。 

 避難港・水域の提供による損害について、

船主責任制限条約による責任制限を除いて、

現在の汚染損害に関する民事責任に関連する

条約の現状については、別添の表及びグラフ

（24-25 ページ）のとおりであり、油タンカ

ーによる汚染損害、船舶のバンカー油による

汚染損害、危険物質及び有害物質による損害、

海難残骸物の除去費用等に係る損害について

は国際的枠組みが存在している。このほか、

油タンカーによる汚染損害については、石油

会社等の拠出金による基金条約及び追加基金

条約による補償、危険物質及び有害物質につ

いては HNS 基金条約（未発効）による補償

が存在し、船主責任を超える損害について一

定限度額まではカバーされることとなる。し

かし、上記民事責任条約の対象外となる損害

やバンカー油による汚染損害等において船主

責任の限度額を超える損害が発生した場合な

どこれらの条約の対象外となる損害が発生す

る恐れがあることや、避難を認めた結果、汚

染を生じた場合に、旗国や避難を認めた沿岸

国に係る責任等上記 1に挙げた論点について

は、これらの条約においても明らかではない。 

 

（2）IMOプロセスにおける検討経過 

 避難港・水域に係る補償については、IMO

の避難地に関するガイドライン1.17において、

「船舶の避難地への収容の承認または拒否に

係る決定により生じた損害の責任およひ'補

償の問題について規定するものではない。」と

されているように、統一的なガイドラインも

存在していない。このため、IMO法律委員会

においては、2003年 5月より避難港・水域に

係る問題について検討を始めるとともに、万

国海法会（CMI）に協力を依頼し、CMIを中

心に検討が行われた。検討の過程においては、

CMIは、避難地への入域が許可または拒否さ

れた場合の賠償責任と補償の問題について、

質問書を各国海法会に送付している。それに

よれば、「避難地への入域を国が許可した場合

に、その入域の直接的な結果として、油濁事

故などが発生した場合、国は、その損害につ

いて賠償責任を負うか」という質問について

は、「国は賠償責任を負わない」ことで各国は

一致している。また、「入域を国が拒否した場

合にその損害について賠償責任を負うか」に

ついては、大多数の国が国は賠償責任を負わ
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ないとし、多くの回答は「国の入域拒否と損

害との間に因果関係が十分にある場合、拒否

したことについて国に過失があれば、国が責

任を負うことは、あり得る」としている。 

 最終的には、2005年 4月の第 90回 IMO法

律委員会において一応の結論に達し、日本を

含む大多数の国は、新条約を作ると、現行の

諸条約との聞にコンフリクトが生じる可能性

があり、現行条約にギャップがあるとしても、

当面は現行の諸条約を発効させることが望ま

しいとして、当面は新条約は不要とされた4。 

 その後も CMIは独自の検討を行い、「①沿

岸国は原則として、支援を要する船舶が避難

地を求めた場合、これを許可しなければなら

ないが、沿岸国は、金銭保証が提供されない

場合、これを理由に入港を拒否できるとし、

②沿岸国は、避難地の申請を合理的に許可し

た場合、船貨、第三者等に損害が発生しても、

責任を負わない。③沿岸国は、避難地の申請

を拒否した場合、船主、ほかの国および第三

者が当該拒否の結果、損害を被ったことを立

証した場合には、この損害について賠償責任

を負う。ただし、沿岸国が拒否は合理的であ

ったことを立証した場合を除く。④沿岸国は、

避難地への入域を許可する条件として保険者、

銀行などの保証状を要求することができる。

ただし、その金額は船主責任制限条約の限度

額を超えない。」といった提案を行った。しか

し、2009年 3月の第 95回 IMO法律委員会に

おいても、沿岸国の主権等に抵触するとして

支持は皆無であり、当面条約は不要とされた5。 

 

4．検討：責任を中心に 

 責任については、92 年 CLC、バンカー条

約等において、戦争、内乱又は暴動、異常な

天災地変、専ら当該タンカー所有者及びその

使用する者以外の者の悪意、専ら国又は公共

団体の航路標識又は交通整理のための信号施

設の管理の瑕疵により損害が発生した場合以

外は、船舶所有者はその損害を賠償する責任

を有する。 

 また、責任制限阻却事由として、損害が自

己の故意により、又は損害発生のおそれがあ

ることを認識しながらした自己の無謀な行為

によって生じた場合（committed with the 

intent to cause such damage, or recklessly 

and with knowledge that such damage 

would probably result）、責任制限ができない

とし、船舶所有者等が責任制限できない場合

を限定している。 

 これは 1974 年海上旅客手荷物運送条約等

に倣ったものであり、69年 CLC 等における

従来の過失概念である故意又は過失（actual 

fault or privity of the owner）という概念を放

棄したものである。これは、actual fault or 

privity of the ownerの概念が各国の裁判所で

判断に幅があり、訴訟の長期化の一因となっ

ていたこと、また責任制限制度については責

任保険制度と組み合わせつつ責任限度額を引

き上げることが実質的には望ましく、責任制

限の申し立てがたやすく排斥される事態は出

来る限り避けることが望ましいが、損害発生

に対する注意義務の程度は高くなっており過

失が認定されやすくなっているという背景が

あった。 

 なお、損害発生のおそれがあることを認識

しながらした無謀な行為と言えるためには、

損害発生の蓋然性の認識が必要であり、次に

その認識の下では通常到底行うとは考えられ

ない思慮に欠けた行為を行ったことが必要で

あると考えられ、重過失の相当部分も阻却事

由にあたるものと考えられる6。 

 無論チャネリングの問題として、CLC 上、

船舶所有者が運航者、運航補助者、その他関

係する者に求償することを妨げるものではな

い。他方、第一に 2012 年 9 月 3 日現在、92

年 CLCへと改正される前の 69年 CLCの締

約国としては、チリ、インドネシア、クウェ
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イト等 36か国にのぼり、これらの国に登録を

行っている船舶所有者については、責任は故

意又は過失のままであること、また、第二に

92年 CLC等の対象外となる損害も存在し、

これらは保険締結義務もないまま、損害が自

己の故意により、又は損害発生のおそれがあ

ることを認識しながらした自己の無謀な行為

によって生じた場合以外は責任も制限される

こととなる。これらに鑑みると、当該船舶に

対する直接の支配権を有していない沿岸国に

対して責任を負わせるのは酷であり、汚染の

発生が合理的に予見される場合に船舶の避難

を拒否するなど EEZ 内で一定の環境保護を

実施するための相当の注意義務に違反したこ

とが認定できない限りにおいては、注意義務

違反を問えないものと考えられる。 

 また、旗国に対して責任を求めうる可能性

についても、事故船舶の旗国が当該船舶の構

造や設備、乗員の質について国際的基準を確

保の確認を行った場合、注意義務を尽くして

いたか否かを旗国の責任を追及する可能性は

あるものの、責任主義としては上記と同趣旨

であり、相当の注意義務に違反したことが認

定できない限りにおいては、注意義務違反を

問えないと考えられる。なお、プレスティー

ジ号事故では、アメリカの船級協会ABSに対

する訴訟は提起されているが、旗国であるバ

ハマに対する訴訟は提起されていない7。 

 

5．関連するその他の問題 

 以上のほか、避難港・水域と責任・補償に

関わる論点として、傭船契約に関して港の指

定に係る問題がある。すなわち、傭船者と船

主との関係においては、傭船者は船主に対し

て安全な港を指定し、船舶を保全する必要が

ある8。また、避難港に係る費用については、

日本海運集会所定期傭船契約書9第 14 条では、

「船体・汽機・汽罐の掃除または破損、衝突、

座洲、座礁、火災、検査、入渠、修繕・・・・

その他本船の事故による時間の損失に対して

は、本船が現状に復し、再び業務に着くまで

に費やした時間及び前記事由により生じた離

路及び航海距離の延長に費やした時間に対す

る傭船料及び燃料並びに罐水は船主の負担と

する。貨客に関する出来事のため本船が避難

又は寄港した場合、その間はオフハイヤーと

しない。」としているように傭船料を払い続け

るのか否かの問題に関わってくる10。また、

共同海損11として、ヨーク・アントワープ規

則12において、第Ⅹ条（a）が「事故、犠牲ま

たはその他の異常な事情の結果、船舶が共同

の安全のためにやむなく避難港もしくは避難

地に入り、または船積み港もしくは船積み地

に戻るときは、その港または地に入る費用は

共同海損として認容する。」としているように、

避難港・水域に係る費用は一定の条件のもと

に共同海損費用として認められる。今後はこ

うした本船に係る諸費用に係る問題について

も避難港・水域に係る論点の一つとして検討

を行っていく必要がある。 

 

 

                                                             

1 日本港湾協会『日本港湾史』成山堂書店（2007年）、

274-277頁。 

2 山地哲也「船舶の避難場所に関する動向」『海上保

安大学校研究報告』第 51巻第 2号（2008年度）、

159-160頁。 

3 IOPC Fund 1992 “Claims Manual December 2008 

edition”, （2008） 

4 井口俊明「遭難船舶への避難地の提供」『海運』935

号（2005年）、28-31頁；井口俊明「避難地（Places 

of Refuge）の問題（万国海法会バンクーバー国際会

議報告）」『海法会誌』48巻（2004年）、101頁-136

頁。 

5 井口俊明「海難船舶への避難地の提供に関する国際

的動向」『海運』983号（2009年）、12-17頁；井口

俊明「避難地（Places of Refuge）の問題 万国海法

会アテネ国際会議（二〇〇八年）報告」『海法会誌』

第 52巻（2008年）、37-68頁。 

6 寺田逸郎「海事債権責任制限条約への加入と船主責任

制限法の改正」『海法会誌』26巻（1982年）、21-22頁。 
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7 なお、避難水域での受け入れを拒否の判断に関与し

た公務員の責任については、Corcubion の刑事裁判

所は責任を問わないと言い渡したが、La Corunaの

控訴裁判所は 2010年 5月民事及び刑事手続きで裁

かれるべきとしている。（IOPC Fund “Annual Report 

2010” pp12-19.） 

8 東日本大震災時においては、放射能物質に汚染され

ている可能性のある港への寄港が問題となったが、

寄港拒否するためには客観的かつ合理的な判断に

基づかなければならない。船員に対する配慮もあり

得よう。（William A. Howard「東日本大震災による

海事諸事情の法的解釈について」『海事交通研究』

60集（2011年）、12頁。） 

9 社団法人日本海運集会所が制定した和文定期傭船

契約書式。1927年制定後数回改訂され、1998年版

が最新。実務上使用されている書式としては、バル

カーに関しては、ニューヨークプロデュースフォー

ムが 70%以上、タンカーに関しては、シェルタイム

フォームが過半数を占めている。本定期傭船契約書

が使用されることもある。（松井孝之「定期傭船契

約の法的性質論の現状と課題」（2007年） 

http://www.marinelaw.jp/download/resume_071008.pdf

（2012年 9月アクセス）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）既存制度を基に筆者作成 

                                                                               

10 谷本裕範他『新・傭船契約の実務的解説』成山堂書

店（2008年）、194-196頁。 

11 古来から、共同危険団体の安全を確保するために生

じた犠牲損害や費用は、航海終了の時に残存する財

産の所有者が、残有財産の価額に応じて分担すると

いう世界的な海の慣習法（東京海上火災保険株式会

社海損部『共同海損の理論と実務』有斐閣（1995

年）、1-2頁） 

12 共同海損に関する世界的に統一された規則。国際条

約ではなく、船荷証券・用船契約書等の中で、共同

海損の精算規則として記載されることによって当

事者間で採用される（同上書、4頁）。 
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第 4 章 船舶の避難水域をめぐる各国の動向 

 

許 淑娟（立教大学） 

 

 

1．はじめに 

 「船舶の避難水域」とは、海難に遭遇した船

舶がさらなる汚染発生の防止のために、応急

措置を行うため立ち寄る、海難事件現場から

最寄りの港湾あるいは適当な水域のことをい

う
1
。避難水域は、国際海運においては一つの

「問題」として取り扱われる。自国の沖合で

海難事故に遭った船舶に対して、沿岸国がど

のような対応をするのかという「問題」であ

り、さらには、避難港・避難水域を提供する

制度の確立という「負担」を沿岸国に迫るこ

とになり、やはり「問題」となるためである
2
。

本論文では詳細を割愛するが、国際法上、避

難水域を提供する沿岸国の義務は見出せず、

また、沿岸国が当該船舶を自国水域から退去

させたとしても、やはり国際法違反とは言い

難い
3
。すなわち、国際法上の枠組からは、自

国沖合で海難事故に遭遇した船舶に対して沿

岸国がどのような対応を取るかは沿岸国の裁

量に委ねられる。他方で、国際海運という産

業の特性上、国際基準にしたがって全世界で

一律に規制されることが望ましいという見解

も主張される
4
。この両者の対立点に避難水域

が位置するため、「問題」とされることになる。 

 避難水域に対する国際的な対応への要請は、

Castor号事件（2000年）やPrestige号事件（2002

年）を契機に高まった。この 2つの事件にお

いて、海上で破損したタンカーに対して、沿

岸国が避難港あるいは避難水域の提供を拒否

し、結局のところ、大規模な油濁事故が発生

し、拒否した沿岸国も含め、周辺海域に大き

な被害をもたらした。油濁事故の防止におけ

る避難水域提供の問題が焦点を浴びることに

なったのである。この 2つの事件および Erika

号事件（1999 年）を背景に、国際海事機関

（IMO）は避難水域に関するガイドラインを

2003年 12月に採択するに至った。また、EU

も、IMOの作業に呼応しつつ、独自に EU水

域に入る船舶に対する基準を整備する作業を

始め、いわゆる Erika パッケージ I, II & III

として知られる一連の措置を採択している5
。

本論文の目的は各国が避難水域に対してどの

ような対応を取っているかを概観することで

あるが、まず各国の避難水域に対する対応の

参照点として用いられている国際的な取組で

ある IMO のガイドラインについて説明をす

る。 

 

2．国際的な取組：IMO「避難水域」ガイ

ドライン 

 自国の裁量を確保したい沿岸国と避難水域

の提供を義務付けたい海運業界の利害対立の

なか、IMO ガイドライン（「援助を必要とす

る船舶の避難水域に関するガイドライン」

（Guidelines on Places of Refuge for Ships in 

Need of Assistance）A.949（23））は採択され

た。同ガイドラインは非拘束的なものではな

く「援助を必要とする船舶からの避難水域要

請について決定・対応する際に、本ガイドラ

インを考慮に入れることを諸政府に請う

（invites Governments to take these Guidelines 

into account when determining and responding to 

（論文） 
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requests for places of refuge from ships in need of 

assistance）」にとどまっている
6
。さらに、「沿

岸国が［避難水域を］提供する義務は存在し

ない」として、何らかの法的義務を沿岸国に

課すことを明確に否定している。しかしなが

ら、沿岸国は、すべての要素を考慮して、避

難水域を提供するか否かをガイドラインの示

す手続・手法で判断すべきともする（”the 

coastal States should …give shelter whenever 

reasonably possible”）
7
。ガイドラインでは、

船長および救助人が行うべき行動、ならびに、

沿岸国に期待される行動がリスト化されてい

る。具体的には船長あるいは救助人が沿岸国

に提供すべき情報の内容が 2条および付属書

IIで示されている。 

 他方、沿岸国は、避難水域の候補における

不測事態対応計画（contingency plan）の策定

や、潜在的に避難水域になりうる水域の適切

性を検討することが求められており、その検

討に使われるべき要素が付属書 IIには列挙さ

れている。もっとも、同ガイドラインにおい

ては、避難水域の候補を公表することを求め

てはいない。ガイドライン策定の際に、事前

の避難水域の指定について議論がなされたが、

最終的には、避難水域を求める要請はそれぞ

れ個別具体的であることから、ケースバイケ

ースに対応せざるを得ず、事前に指定するに

及ばないという見解が大勢となったためであ

る8
。 

 いずれにせよ、避難水域提供の要請を受け

た沿岸国は、要請を受けるか否かを必ず考慮

することが求められる。本ガイドライン 3.9

項では、その際に考慮すべき要素を列挙して

いる。この列挙は網羅的なものではないが、

船舶の現況や見通し、積荷の種類・状況、船

長・乗組員・救助人の乗船の有無、救助契約、

避難水域への距離、保険の有無、旗国の要請

などが考慮すべきものとして挙げられてい

る
9
。 

 沿岸国は、可能な場合には、リスクアセス

メントのために、調査チームを乗船させ調査

させることも勧奨されている10
。また、海上

に船舶をとどめておいた場合のリスク、汚染

のリスク、避難水域が港湾であった場合のそ

の混乱、避難水域およびその周辺の人命に対

するリスクにあわせて、避難水域提供を拒否

した帰結という対立する点を考慮に入れるこ

とが求められており、船舶や積荷の保全は最

後に検討するものとされる。これらの評価・

分析を経たのちに、沿岸国は要請を許諾する

か、拒否するか、また、どのような条件を課

すかを決定することになる。なお、同ガイド

ライン3.14項によれば、入港時の条件として、

必要となるあらゆる費用の信用保証を船舶に

要求することが認められている
11
。 

 なお、こうした基本的な立場に加えて、同

ガイドラインでは、沿岸国がなすべきことと

して、海事支援サービス（MAS: Marine 

Assistance Services）の設立（3.3）
12
、 海事当

局による事態に対する客観的な分析・評価
13
、

海事当局と別の政府機関との間の情報共有・

伝達手段の確立
14
を挙げている。ただし、こ

れらの沿岸国が取るべき措置もまた、法的拘

束力をもつものとして規定されてはいない

（法的拘束力を示す”shall”ではなく、”should”

として勧奨されているにとどまる）。 

 こうした IMOガイドラインは、法的拘束力

のない「ガイドライン」にすぎないとしても、

次に述べるようなメリットが見出せる
15
。第 1

に、すべての関係者が利用可能となるリスク

のセットリストが準備されたことになる。こ

れは、各国が不測事態対応計画を策定する際

の出発点としての意義も有する。第 2に、こ

のガイドラインが適切に用いられるならば、

避難水域提供に対する専門家による検討を経

ることなしに、避難水域の提供が拒否される

という事態は避けられることになる。本ガイ

ドラインでは避難水域提供を沿岸国に義務付
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けるには及ばなかったが、こうしたガイドラ

インが整備されたことによって、避難水域提

供を合理的な正当化理由なしに拒否すること

は困難という雰囲気も同時に醸成されたと考

えられる
16

。 

 しかしながら、依然として、本ガイドライ

ンの適切な履行は、沿岸国の善意（good will）

に委ねられているのも事実である
17

。ガイド

ラインの示す手続および手法で分析評価して

得られた判断であれば、たとえ避難水域を提

供しなくても、その判断はガイドラインに沿

った判断と評価されるのであり、避難水域を

提供する義務が課せられていないだけにとど

まらず、分析評価プロセスや意思決定プロセ

スがガイドラインに従っていたかについても、

やはり、沿岸国の善意に委ねるほかない。 

 さらに、後述する EUの指令とは異なり、

IMOガイドラインでは、誰が決定を行うべき

かについてなんらの言及がなされていない。

英国の SOSREP制度にみるように、独立した

当局による判断でなければ、リスクの評価に

おいて、合理的とは言えない政治的な圧力と

いった要因が避難水域提供をめぐる決定に関

与する可能性は否定できない。 

 また、旗国の義務についての言及もなされ

ていない。船舶に対する一義的な管轄権は旗

国にある以上、沿岸国や船長、救済人のみな

らず、旗国が果たすべき役割の整理も行われ

るべきだったと指摘できる。旗国の義務以外

にも、責任および保証の問題を同ガイドライ

ンは扱っていない。避難水域を提供するとい

う決定を行うに際して、費用負担の問題は極

めて重要であるにもかかわらず、一定の指針

を示すことはできなかった18

。 

 

3．各国および地域的な取組 

 以上みたように、IMOガイドラインは避難

水域提供を検討するための手法・手続のスタ

ンダードセッティングを行った重要な文書で

あるが、法的拘束力を欠き、避難水域提供に

ついて IMO ガイドラインが意図するように

客観的かつ合理的に意思決定されるかは、実

際に避難水域を要請される沿岸国各国の対応

に委ねられている。それゆえに、避難水域を

めぐる各国の動向が重要となる。以下で各国

の避難水域に対する取組を概観するが、その

いずれもが、IMOガイドラインを何らかの形

で参照して構築された枠組であり、各国が定

める考慮すべき要因や手続などはかなりの部

分で似通っている。したがって、本稿では、

各国の枠組の細部まで紹介するというよりも、

IMO ガイドラインとの異同を意識しながら、

同ガイドライン策定時に、主要な論点とされ

た①避難水域の提供について判断する当局、

ならびに、②避難水域の候補に着目しながら、

その関連立法や手続きについて概観すること

としたい。 

 なお、避難水域をめぐる各国の動向として、

最も特徴的であるのは英国のSOSREP制度で

あるが、英国の制度については本特集の山地

論文に委ねることとし19

、本稿では、それ以

外のいくつかの国家および EU の取組を概観

する。 

 

オーストラリア 

 オーストラリアにおける海洋管轄権は、憲

法上は、低潮線以遠の海域について、コモン

ウェルスに配分されているが、実際には、コ

モンウェルスと州当局の取決（Offshore 

Constitutional Settlement, 1979）によって、基

本的には、内水および 3海里までの領海は州

政府の管轄となり、それ以遠についてコモン

ウェルスが管轄をもつとされている。 

 避難水域および海洋汚染に関連するコモン

ウェルスの立法としては、1983 年の Protection 

of the Sea（Prevention of Pollution from Ships）

Act が基本法となるが、避難水域について直

接の言及はなされていない。介入権条約の国
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内立法である Protection of the Sea (Powers of 

Intervention) Act (Intervention Act) があり、同

条約に該当する事案においては、公海および

領海、内水での船舶の移動に関する権限をコ

モンウェルスに与えている。 

 Intervention Actによれば、避難水域の提供

の当局はコモンウェルスということになるが、

これは Offshore Settlement と矛盾するとも考

えられ、問題視されていた。そこで、油濁汚

染全般に関して、オーストラリアは National 

Plan to Combat Pollution of the Sea by Oil and 

Other Noxious and Hazardous Substances 1973

という、いわゆるNational Planを策定し、コ

モンウェルス政府と州政府間の権限および責

任の配分、管轄権の調整を行った。この

National Planの 1993年および 2000年の改訂

の際に、避難水域や緊急救助の際の管轄権に

ついて議論がなされた。さらに、IMOガイド

ラインの策定も受けて、 2008 年に、 

Inter-Governmental Agreement on the National 

Maritime Emergency Response Agreement 

(Inter-Governmental Agreement) がコモンウェ

ルス政府と州政府の間で締結され、州政府が

管轄する水域に位置する避難水域への受け入

れについての手続が整えられた。この政府間

協定によって、コモンウェルスは港の外での

海難、SOLASサイズより大きい船舶の避難水

域要請に対して権限をもつとされた。さらに、

本協定では、MERCOM（Marine Emergency 

Response Commander: 海上緊急事案対応官）

という制度を設立した。MERCOM は、海難

時にコモンウェルスを代表して調整の責任お

よび意思決定をおこなう個人である。コモン

ウェルスの権限および責任を代表する個人が

MERCOM であるが、重大な汚染を防止する

ために、必要に応じて、州の権限内にあたる

事項に対しても、統制を及ぼす権利を留保す

る
20
。 

 各州においても、港湾内や SOLAS サイズ

以下の船舶の移動について権限を州政府に付

与する立法がなされている。New South Wales

州、Victoria州、South Australia州では、関連

する長官あるいは官公吏に船舶を監督する一

般的な権限を付与する形の立法が存在する。

Queensland州およびNorthern Territoryでは、

状況や水域をより特定した形で、官公吏に船

舶を指揮する権限を与えている。Tasmania州

およびWestern Australiaの立法では、特別に

船舶を指揮する権限は与えられていないが、

全体の文言からそのような権限が導き出され

ている21
。 

 こうした立法によって与えられた権限がど

のように運用されるかについては行政レベル

で種々の協定が存在する。上述した通り、

Intergovernmental Agreementに基づき、各州と

コモンウェルスはNational Planを締結してい

る。このNational Planでは避難水域に関して

言及はなされていないのであるが、1993年の

改定作業において、避難水域についての議論

がなされ、一定の結論が出されている。それ

は、事前に避難水域となり得る水域を指定し

ておく必要があるか、あるいは、ケースバイ

ケースによる指定が望ましいかという議論で

ある。結局のところ、ケースバイケースによ

る検討が選択され、National Planには避難水

域に関する事項は掲載されなかった22
。 

 他方で、2003年に、National Maritime Places 

of Refuge Risk Assessment Guidelines （National 

Guidelines）が策定され、すべての海洋当局が

この National Guidelines を用いることとされ

た。しかしながら、海難事故の個別具体性に

鑑み、National Guidelinesの使用は任意的なも

のとされている。さらに、National Guidelines

では、州が個別に避難水域ガイドラインを策

定している場合は、それらが優先して用いら

れるべきであるとしている。実のところ、

Queensland州、New South Wales州、Western 

Australia 州では 1990 年代より既に避難水域
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ガイドラインを策定しており、それらのガイ

ドラインにおいては、避難水域の提供が推奨

されており、また、避難水域の要請を評価す

るための評価基準がリスト化された。 

 したがって、National Guidelinesでは、コモ

ンウェルスにおける避難水域提供の検討の場

合およびコモンウェルスと州間の調整に焦点

があてられている。3 海里以内における避難

水域の申請については州が許可を与えるとし、

それ以遠ではコモンウェルスの権限に服すと

して、具体的にはAMSA（Australian Maritime 

Safety Authority: オーストラリア海上安全局）

が当局となり、避難水域の提供を検討する。

なお、グレートバリアリーフ国立公園はコモ

ンウェルスの管轄下の水域ではあるが、

AMSA は Marine Safety Queensland および

Great Barrier Reef Marine Park Authorityと協議

のもと対応することになっている。すでに論

じたように、MERCOM は、必要に応じて、

州の水域あるいはコモンウェルスの水域のい

ずれにおいても、避難水域の要請に対して許

可を与えることができるとされる。 

 National Planは、付属書 Bにおいて避難水

域要請検討について必要な情報がリスト化さ

れ、付属書Cではリスク要因がリスト化され、

迅速かつ網羅的な検討を可能にしている。 

 具体的な意思決定プロセスであるが、

National Guidelinesの特徴としては、できるだ

け、海上での救難を優先させ、避難水域の提

供は最後の手段とされている23
。しかしなが

ら、この判断においては、避難水域の要請を

拒否した場合の帰結を必ず検討すべきとして

いる
24
。意思決定の当局については、既に紹

介した立法にしたがい海域ごとに州とコモン

ウェルスに分けられるのであるが、決定の際

には、必ず他のステークホルダーと協議する

ことが求められている
25
。 

  

 

カナダ 

 カナダも、オーストラリア同様に連邦国家

であるが、原則として、海洋、海底および海

底鉱物資源は連邦の管轄に属する
26
。海洋汚

染、さらに、避難水域の要請を検討すること

についても、カナダ政府に排他的な管轄が認

められている
27
。 

 避難水域に関しては、カナダ交通省が主導

して、National Places of Refuge Contingency 

Plan 2007 （TP 14707 E）（PORCP）が策定さ

れた。これは、IMOガイドラインに形式も内

容も倣ったものといえる。カナダの連邦立法

（Canada Shipping Act 2001）によれば、一般

的に、カナダ領海および EEZにおいて、船舶

に指示を出すのは、カナダ交通省（および交

通大臣によって任命された Pollution 

Prevention Officers）ならびに漁業海洋省に権

限が委ねられている。さらに、港湾地区にお

いては、港湾管理委員会が指定した者も船舶

の指示の権限を有する（Canada Marine Act 

1998）。PORCPでは、この三者の管轄権につ

いて、PORCPで定められた手順に従って合意

すべくあらゆる努力を行うことを当局に求め

るにとどまっている
28
。 

 このような調整の下でなされた決定の責任

については、Regional Director TC Marine 

Services によって担われるとされているが、

カナダ交通省Crisis Management Structureおよ

び Crisis Management Teamの承認を得る必要

があるとされている。さらに、必要に応じて、

港湾管理委員会、州政府、沿岸警備隊の承認

も得ることが求められており
29
、最終的な決

定をカナダ交通省の Regional Directorが行う

には、多岐にわたる関係者との高度な協調が

必要とされる。関係当局の承認という条件に

鑑みて、IMO ガイドラインよりも詳細な

PORCPがあるにもかかわらず、権限ある機関

が明確ではないことが指摘される
30
。 

 PORCP では、IMO ガイドラインを踏襲す
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るにとどまらず、さらにリスクマネージメン

トの原則を示すとともに、単なるリスク要因

リストの提示ではなくそれを段階毎に整理す

ることまで行っている。これらは、複雑な管

轄権配分のなかで、IMOガイドラインがめざ

す迅速かつ明確な対応を実現させるために、

関係当局すべてに配慮したうえでの意思決定

プロセスの詳細化・明確化を図ったものとい

える。しかしながら、こうした諸原則や段階

毎の検討要因の提示は、海難時における避難

水域要請で求められる迅速性・柔軟性を阻害

し得ることが懸念される31
。  

 

米国 

 避難水域提供に関する米国の立法は多岐に

渉っている。連邦法として、まず油濁汚染一

般に関する立法として、Federal Water Pollution 

Control Act（いわゆる Clean Water Act）、Act to 

Prevent Pollution from Ships、Oil Pollution Act

が挙げられる。さらに、船舶の移動に関する

立法を挙げると、Intervention on the High Seas 

ActやPorts and Waterways Safety Act of 1972も

含まれることになる。さらに、州政府も油濁

汚染に関する権限を有しており32
、多くの州

が連邦の Oil Pollution Act より厳格な立法を

おこなっている
33
。 

 連邦制度に伴う複雑な規制の重層性に鑑み

て、米国もカナダ同様に、National Contingency 

Planを策定して、油濁に対する連邦政府の対

応システムを構築している。これによれば、

米国では、海難事故に対して、国家対応シス

テム（National Response System）と呼ばれる

連邦・州・地方の三層プロセスを準備してい

る。この国家対応システムにおいては、上位

に国家対応チーム（National Response Team）

（環境保全長が議長をつとめ、副議長は沿岸

警備隊から選出される）が招集され、Federal 

On-Scene Co-ordinator（FOSC）が調整にあた

ることになる。内水における FOSCは環境保

全庁（Environmental Protection Agency）から

任命され、沿岸においては、沿岸警備隊が

FOSC を任命する。FOSC は、汚染の脅威を

取り除くためのすべての権限が付与されてい

る。他方、入港許可は、Captain of the Port

（COTP）が、船舶の状況を確定して、判断

を下す。さらに、海難事故・汚濁事故に関わ

るオフィサーとしては、Federal Maritime 

Security Co-ordinatorが、港湾のセキュリティ

を管理し、Officer in Charge および Marine 

Inspectionが船舶の安全基準を検査する。これ

らのオフィサーによるコンセンサスによる決

定が基本であるが、緊急時には沿岸警備隊に

判断が委ねられる。 

 避難水域に関しては、地域を単位としたガ

イドラインも策定されているが34
、連邦レベ

ルでは、NRT Guideline for Places of Refuge 

Decision-Making が 2007 年に作成された。こ

れは、IMOガイドラインを強化したものと位

置づけられている
35
。このガイドラインによ

れば、海難事故において、まず米国沿岸警備

隊の Captains of the Portが避難水域の提供が

必要かどうか、また、どの避難水域を提供す

るかを決定するとされている。また、事前に

避難水域の候補をリスト化すること
36
、さら

に事故時の避難水域の実際の選定においては、

ステークホルダーからのインプットが義務付

けられており、避難水域を要請されたとして

も、海にとどめることや、航行の継続、沖合

への移動、深海への沈没、意図的な座礁など

をオプションとして考えることとされている
37
。 

 この NRT ガイドラインと並んで重要なの

がUnited States Coast Guard Places of Refuge 

Policy とよばれるポリシーペーパーである。

このペーパーには、避難水域チェックリスト、

避難水域リスクアセスメント手引き、避難水

域事態における当局・責任・役割リストが添

付されており、米国沿岸警備隊による避難水
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域ガイドラインと呼びうるものである。

USCG PolicyもNRTガイドライン同様に、事

前の避難水域候補地の特定を求め、COTP に

よって判断を下すことを前提としており、

NRT ガイドライン（さらには IMO ガイドラ

イン）と共通したリスク要因のリストを有し

ている。しかしながら、異なる点も多く見出

せる。それは NRT ガイドラインが National 

Contingency Plan の一部であり、National 

Response Team が環境保全庁という必ずしも

海洋に特化しているわけではない機関によっ

て組織されているのに対して、USCG Policy

は沿岸警備隊という海上を拠点とする機関に

よるものである。すなわち、USCG Policyで

は、人命および財産の救助が他のあらゆる考

慮よりも優先されている。 

 米国の避難水域に対するアプローチも、複

雑な法関係や連邦制度を背景に、手順のさら

なる詳細化・明確化を図るものとして位置づ

けられるが、この試みも、カナダ同様に、避

難水域に関する意思決定の硬直化をもたらし、

多種多様な海難への対応の柔軟性を削ぐとい

う指摘が可能である。そのうえ、NRT 

Guidelinesと USCG Policyという二つの異な

るガイドラインが存在していることからもう

かがえるように、関係当局間の調整はきわめ

て複雑であり、避難水域提供への適切な対応

を困難にしている。 

 

EUおよび EU加盟国 

 欧州連合では、Erikaパッケージ Iおよび II

において、船舶交通の監視や情報システムの

構築を定め、それらを法制化している。避難

水域については、Erika パッケージ II となる

2009年 5月 28日に出された EU船舶通航監

視指令（Directive 2009/17/EC）で、明示的に

取り上げられている。この指令によれば、EU

加盟国に対応計画の樹立ならびに規則の制定

を求めている
38
。ポイントとしては、以下の 4

点を加盟国に求めた。第 1に、状況を評価し

て、船舶の避難水域への収容の可否について

独立した決定を行う当局を指定すること。第

2 に、自国の沿岸地域についての詳細な情報

を収集すること。第 3に、評価手続の整備と

して、定められた手続にしたがって避難水域

の提供是非を判断すること。第 4に、財政的

保証および責任の手続の整備。ただし、保険

引受証の不在は手続を行う義務を免除しない

としている。この条文に基づいて加盟国がと

った措置は、2010年 11月 30日まで欧州委員

会に報告することが求められている39
。 

 これらは、IMOのガイドラインとも整合的

であり
40
、法的拘束力を有さない IMOガイド

ラインの内容が、EU 指令を通じて、各国の

国内法において実現される途を開いたとも評

価できる。さらに、EU 指令は、IMO ガイド

ラインよりもさらに踏み込んだ内容を定めて

いる。独立した決定を行う当局を指定するこ

とや財政的保証および責任の整備は、IMOガ

イドラインでは、議論はあったものの、文言

に取り入れられなかった論点である。前者に

ついては、プレスティージ号事件以降、英国

のSOSREP制度と同様の制度が各国に必要で

あるという問題意識が共有されたことを反映

している。後者については、沿岸国が保険証

書を求めることは認められるものの、保険証

書の不在を理由に、避難水域提供要請の考慮

が遅延したり、避難水域提供を拒否すること

は正当化されない。また、EU 指令で挙げら

れた避難水域提供におけるリスク要因は、

IMOガイドラインとは異なり、人命や環境の

保護に限定されており、船舶に対するリスク

は挙げられていない
41
。 

 ここでいくつかの EU加盟国（ベルギー、

デンマーク、ドイツ、ノルウェイ、スペイン）

が、EU 指令を受けて、どのような対応を示

しているかを簡単に示す42
。なお、ヨーロッ

パの地域的な取り組みとして北海を対象とす
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るボン協定（Bonn Agreement for Co-operation 

in Dealing with Pollution of the North Sea）と、

バルト海を対象とする HELCOM 協定

（Convention on the Protection of the Marine 

Environment of the Baltic Sea Area）が挙げられ

るが、それぞれ単独の論考に値する題材であ

り、本稿ではその紹介は割愛する。このいず

れも IMOガイドラインを出発点として、対象

海域における避難水域提供要請について、沿

岸諸国の協力調整を促す枠組を構築している。 

 

1）ベルギー 

 ベルギーは、連邦国家であることから、海

洋に関する管轄権が州政府と連邦政府に配分

されている。基本的には、港湾管理、救難等

は州政府の管轄であり、船舶の入港許可権限

も、港長に与えられている
43
。しかし、ベル

ギー海域において汚染が生じる恐れのある際

には、Marine Environment Protection Actに従

って、連邦に、遭難船舶を避難港に義務的に

入港させる権限が付与されている（すなわち

遭難船舶が入港する権利があるわけではな

い）。理論的には、連邦が避難港への入港を命

じながら、港長がその入港を拒否するという

ことが考えられるが、実際には、Flemish 

Maritime Rescue and Co-ordination Centreがリ

ーダーシップを取り、スムーズな協力連携が

なされている。なお、EU 指令で示された避

難水域の候補地であるが、Belgian North Sea 

Contingency Plan 第 7章において、そのリス

トが公開されている。 

 こうしたベルギーの対応枠組については、

第 1に、権限当局が明確に指定されていない

という点、第 2に、執行主体である沿岸警備

隊も連邦と州とで分かれており、その連携が

明確ではない点が指摘されている。ベルギー

は、上述の EU 指令をどのように履行するの

かについては今までのところ未提出である。 

 

2）デンマーク 

 デンマークでは、海洋に関する管轄権は、

通常の場合、地方政府に配分されている。し

かしながら、海洋汚染が深刻な場合などには、

その対策について、防衛大臣が指揮を執る。

デンマークには、沿岸警備隊がないため、実

際のオペレーションは海軍によって行われる。

それゆえ、現地の指揮は、海軍総司令官

（SOK）が担う。避難水域の候補については、

環境大臣が防衛省・経産省との協議を踏まえ

て事前に指定しており、それは公表されてい

る。14の港および水域が高リスクの汚染のた

めに指定（9 が港、残りが停泊地）され、8

の停泊地が低リスク汚染のために指定されて

いる。なお、デンマークについては、深刻な

海難事故を避けるための環境整備が、避難水

域の提供以外にも進められている。とくに、

バルチック海が PSSA（Particularly Sensitive 

Sea Area:特別脆弱海域）の指定を受けており、

船舶強制通報など海上支援サービスも提供し

ている。その一環として、海軍総司令官の元、

Maritime Rescue Coordination Centreが船舶の

通航監視を行っている。デンマークについて

は、沿岸警備隊を持たないことから、実際の

海難時には、民間のサルベージ会社に業務を

委ねるほかなく、その実効的な取決が今後、

必要とされる点が指摘されている
44
。 

 

3）ドイツ 

 連邦国家であるドイツは、通常では、12海

里までの領海をラント政府が管轄し、領海以

遠について連邦政府が管轄する。ただし、通

航については連邦政府権限とされている。海

難の際には、連邦と州が合同で対応に当たる

ことになるが、そのための機関として、

Harvariekommando (Central Command for 

Maritime Emergency-CCME) が連邦と州の合

同機関として 2003年に設立された
45
。CCME

が避難水域に関する権限をもつことは、避難
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港の枠組協定（連邦交通大臣と沿岸の州政府

間で締結されたもの）で確認されている。避

難水域の提供に関しては、州政府等関係者と

のコンセンサスを求める必要はあるが、最終

権限は CCMEがもつ。なお、緊急時を脱した

後は、地方行政府が権限を有する。また、通

常の保険で賄われないコストについては、連

邦政府と州政府で折半するというスキームが

構築されている。避難水域の提供については、

National Guidelineが策定されており、情報収

集、評価、リスクの比較評価、避難水域選定、

コンセンサスによる合議、避難水域配分につ

いて、手続や判断の際に考慮される事項が記

されている。そこでは、避難水域の選定はケ

ースバイケースで行うとされており、事前に

避難水域の候補がリストアップされて公表さ

れてはいない。 

 

4）ノルウェイ 

 ノルウェイでは、EU指令に先駆けて、2004

年に避難水域に関する手続とガイドラインが

採択されている。漁業沿岸省が、IMOガイド

ラインを受けて、Coastal Directorateにガイド

ライン策定を要請したことが契機とされる。

Emergency Response Planでは69の避難水域を

指定、62の座礁地（groundings）を指定して、

公表されているが、実際の避難水域の要請時

に、どの避難水域を選定するかは、ケースバ

イケースで選定することとされている46
。 

 

5）スペイン 

 スペインの港湾は、公港（Public Ports）と

州港（State Ports）の二つに分けられていて、

主要な港は公港とされている。港の中におい

ては、港湾管理委員会が港湾管理の責を負う

のであるが、領海および EEZにおいては海洋

行政当局が最終責任を負うことになっている。

こうした管轄権の重複が 2002 年のプレステ

ィージ号事件の遠因になったとされており、

2004年に出された勅令によって、最終決定権

限者はGeneral Director of the Spanish Merchant 

Navyであることが明確化された。この勅令で

は、避難水域をめぐる手続を Merchant Navy

に策定することを義務付けており、客観的基

準や避難水域要請に対する対処のルールの作

成を求めた。この勅令の特徴としては、第 1

に、避難水域提供は必ずしも義務でないこと、

第 2に、各々の避難水域提供要請はケースバ

イケースで判断し、その最終決定者をGeneral 

Director of the Spanish Merchant Navyとするこ

と、第 3に、避難水域を提供せず、船舶を海

にとどまらせることの帰結について必ず考慮

することが挙げられる。なお、入域船舶は責

任限定を放棄し、課金を受けるということが

定められており、MASの設置も命じられてい

る。 

 

4．おわりに 

 以上、各国の動向を簡単ながら概観してき

た。IMOのガイドラインおよび EU指令に照

らして、各国の議論やガイドラインを検討す

る限り、以下の点が主に検討の中心となって

いることが明らかになった。第 1に、避難水

域を提供する、あるいは、拒否するという判

断の性質はいかなるものか、という点である。

第 2に、避難水域提供是非の決定の責任は誰

が取るべきなのかが挙げられ、第 3に、コス

ト負担の在り方にまで議論が及ぶこともある。 

 第 1の、避難水域を提供するか否かという

判断は、一般に以下の要素が含まれる。概ね、

時系列に並べるならば、海難船舶の避難水域

提供要請を受けて、①情報収集（海洋支援サ

ービス）／②災害評価／③リスク評価（海に

残すか、避難水域を提供するか）／④避難水

域選定／⑤避難水域提供／⑥船舶・積荷の最

終的処理／⑦（損害が発生した場合）補償・

賠償問題という流れになる。オーストラリア

やカナダ、米国のガイドラインは、これらの
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各ステージ毎に考慮すべき主体、考慮すべき

事項について明記している。これらのガイド

ラインを見る限り、避難水域提供をめぐる判

断を、政治的・法的判断として捉えるのでは

なく、技術的判断として捉えようとする傾向

が見出せる。基本的には避難水域の提供を前

提に、技術的に最も適切な方法を決定するこ

とが想定されている。技術的かつマニュアル

に沿った判断を迅速に行うために、ガイドラ

インや手続、避難水域候補の事前の策定の必

要性が IMOガイドラインやEU指令で論じら

れることになり、実際にも、多くの国が詳細

なガイドラインを策定した。 

 しかし、こうした事前の手続、あるいは、

ガイドラインの策定は、海難というものが極

めて個別的な事象であることに鑑みれば、事

前の策定が柔軟性を削ぐことも考えられ、ど

こまで機械的に判断できるマニュアルを作り

こむのかというのは検討課題となる。 

 第 2に、避難水域提供是非の判断の責任は

誰がとるべきか、という点である。EU 委員

会は、避難水域提供是非の判断は「独立した」

機関で行われることを推奨している。これは、

政治的な制約や法的制約に囚われて、技術的

に最善の選択が妨げられることを恐れてのこ

とである。機関の独立性の効果については、

フランスにおいては、Institute Francais de la 

Merが SOSREPタイプの意思決定に反対を表

明したことも注目されるだろう。その反対に

よれば、迅速かつ実効的であることが重要で

あって、「独立」である必要はないという
47
。

判断の独立性の担保という課題に関連して、

技術的な判断の際に、地域住民などステーク

ホルダーとの調整をどの程度取り入れるのか

も、課題となる。避難水域提供によって沿岸

に被害が生じる場合が考えられる以上、ステ

ークホルダーとの調整が十分に行われること

が望ましく、責任ある決定につながることに

なるだろう。しかし、この調整段階を海難発

生から受入決定までの間にさしはさむことは、

一刻を争う決定において、その迅速さとトレ

ードオフの関係に立つ。 

 第 3に、コスト負担の在り方である。コス

トを負担する主体として、沿岸国、旗国、船

主、荷主などが考えられる。スペインは、入

域条件としての責任制限放棄を要求している。

国際基金でカバーされる部分との組み合わせ

で総合的に考える必要がある48
。 

 沿岸国に避難水域提供を促す手段が模索さ

れるのであるが、国際法上は、遭難はともか

く、避難水域提供義務は見出せないのが現状

である
49
。そこで、たとえば新たな条約を策

定して義務付けられることが考えられるが、

すでに IMOおよび EUで、法的義務化を断念

し、ガイドラインに留まっていることに鑑み

れば、この選択肢は現実的ではない50
。次に

考えられるのは、避難水域を提供する場合の

リスクを軽減する手法を開発するという選択

肢である。入域の際に、責任制限放棄に加え

て、保険保証状の要求が可能であれば、国際

基金の存在も考慮に入れ、避難水域の提供へ

のハードルは下がるのではないかと考えられ

る。しかしながら、金銭賠償では取り戻せな

い損害に対するリスクを減じることはできな

い。また、金銭賠償で取り戻せない損害とも

関わるが、避難水域提供を促進するに際して、

ステークホルダーをどのように特定するかと

いうことも検討すべき点となる。 

 このような各国の動向に照らして日本の状

況を見た場合、日本の海洋汚染防止法制では

避難水域の問題について特に規定を持ち合わ

せていない51
。早急に法制度の整備が必要と

される。各国の例から想定される検討課題は、

以下のとおりである。 

� 迅速かつ効果的な意思決定のために、統

一された指揮系統の必要性（単一の者で

あるか、一定の機関にゆだねるか） 

� ステークホルダーとの協議を通じて、避
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難水域の候補やシナリオを事前に策定

する必要性 

� リスクの判断基準の列挙 

� リスクアセスメントの技術的かつ客観

的な手順および基準 

� 港および停泊地のランク付け（リスク、

地形、交通） 

 特に、避難水域の候補として具体的な海域

の、地形・潮流や、救援に必要な資材の配備

状況、石油タンク等について検討することは

必須であるが、相当の地元からの反対が見込

まれる。 

 さらに、補償・賠償・責任のスキーム策定

（国内・国際）も求められよう。それと並行

して、既存の各種条約や基金への各国の広範

な参加を促すことも必要とされる。また、東

アジア諸国は、原油輸送について日本と利害

を共にすると同時に、油濁汚染に対するリス

クも共有する。さらに、マラッカ・シンガポ

ール海峡沿岸国、原油提供国であるロシアも

交えて、避難水域に関する国際的な行動をと

る必要があると指摘される
52
。 
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第 5 章 英国 SOSREP 制度について 

 

山地哲也（海上保安大学校） 

 

 

1．はじめに 

 英国では、1999年、船舶の避難場所への船

体収容の是非を含む、海上災害事案に係るサ

ルベージ活動に対する国家介入権限について

は、政治的影響力から独立し、専門的知識・

経験を有する一人の者を SOSREP（Secretary 

of State's Representative for Maritime Salvage 

and Intervention：閣僚権限代行）として任命

し、SOSREPが法的権限を有する閣僚に代わ

り、介入権限を行使する制度を確立した。本

稿ではそのSOSREPの創設、特徴、対応事例、

及び、これらを踏まえた SOSREPに対する評

価について検討を試みる。 

 

2．SOSREP制度の創設及びその特徴 

 SOSREP は、英国で発生したタンカーSea 

Empress 号事故対応を検証したドナルドソン

卿報告書を踏まえ、導入されたものである。

以下、同事故の概要、ドナルドソン卿による

勧告にみられる SOSREPの特徴を記す。 

 

（1）タンカーSea Empress 号事故 

 1996年 2月 15日（木）20時 07分、130,018

トンの北海原油を積載したリベリア国籍の大

型タンカーSea Empress号（以下、「S号」と

いう）が英国南西部のミルフォードヘブン港

外で座礁した。座礁後直ちにサルベージ作業

が開始されたが、荒天に災いされ、サルベー

ジ作業は難航し、漂流・座礁を繰り返した。2

月 21日（水）24時 00分にようやく本船を港

内の桟橋に着桟させ、船内に残った原油を陸

揚げすることができた。 

 最初の座礁で約 2,500 トンの原油が、さら

にその後のサルベージ作業の間に69,300トン

の原油が流出し、国立公園内を含む約 200km

の海岸線が汚染され、自然環境に深刻な打撃

を与えた。英国内のタンカー事故としては、

1967年の Torrey Canyon号座礁事故（119,000

トン流出）、1993年のBraer号座礁事故（85,000

トン流出）に次ぐ規模であった。 

 最初の座礁原因は、パイロットの過ちにあ

る。救助作業に長時間を要した原因は、悪天

候であったこと、タグボートが不十分であっ

たこと、付近の潮流の理解が十分でなかった

ことにある。また、サルベージ対処の数々の

失敗の連続の内に、大量の原油が流出して、

大災害を起こしたものである
1）。 

 この S号事故対応では、関係政府機関がそ

れぞれの観点から事故に関与し、職員を船舶

上に派遣することとなり、相互のコミュニケ

ーションに混乱を生じたと言われている
2）。 

 

（2） ドナルドソン卿報告書 

 S号事故の原因の詳細については、1997年

3 月 27 日に英国海難事故調査局（MAIB： 

Marine Accident Investigation Branch）が事故報

告書を作成している
3）。その後、1997年 7月

16日、環境運輸地域省（当時：筆者注）
4）Deputy 

Prime Minister & Secretary、the Rt Hon John 

Prescott MPは、S号事故への対応等について

検証し、その改善方策を図るため、ドナルド

ソン卿
5）を任命し、同卿は、1998年 11月 20

（論文） 
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日、Lord Donaldson’s Review of Salvage and 

Intervention and their Command and Controlと

題する報告書（以下、「D報告書」という）を

作成、提出した
6）。 

 同卿の考え方によれば、海上災害事案に際

して必要となるのは、英国政府を代表し、最

も重要な公共の利益を考慮し、また、必要と

される場合にはあらゆる関係者の利益に優先

する意思決定を行い、これを実行することを

可能とする「単一の指示（a single voice）」で

あるとしている
7）。 

 D報告書は、全体で 6章の本文及び 6部の

付録で構成される。本文中、26項目の勧告等

がなされ、SOSREP関連事項として、SOSREP

制度創設、国家緊急時計画への SOSREPによ

る権限行使の明記、沖合施設事故に関連する

サルベージオペレーションへのSOSREP制度

の適用等について勧告が行われたほか、事案

対応時の宿泊施設の確保、報道機関に対する

情報提供、通信手段の確保等についても幅広

く勧告として記述している。この中で、国家

の介入権限について、ドナルドソン卿は「（法

的権限を有する：筆者注）閣僚がサルベージ

オペレーションに関する決定に関わることは

実際的ではなく、サルベージオペレーション

が進行している間においては、閣僚は、作業

コントロールを閣僚が任命した特別の訓練を

受けた代行者に行わせるのが適当である」旨

の勧告等を行った。本勧告等を受け、英国で

はサルベージオペレーションに対する国家介

入措置について、閣僚権限代行者（SOSREP： 

Secretary of State’s Representative for Maritime 

Salvage and Intervention）を任命し、以後、英

国の環境に対する重大な汚染の脅威が存在す

る場合において、必要と判断されるときには、

SOSREPが閣僚権限代行者として、サルベー

ジオペレーションに対する国家の介入権限を

行使している。D報告書中、SOSREPに関連

する勧告は次のとおりである。 

①SOSREP制度創設に関する勧告 

1）閣僚がサルベージオペレーションに関す

る決定に関わることは実際的ではない。 

 これは、海洋汚染を引き起こし、また、

引き起こすおそれのある事故は多く、また

その初期状況及び状況進展の速度も様々で

あり、閣僚がサルベージオペレーションに

関する決定に関わることは現実的ではない

ということを前提とする。重大な状況を惹

起し、または、その可能性のある事故の場

合には、閣僚に対しては、議会に対する説

明責任等を踏まえ、事故への対応状況につ

いて報告がなされることが必要なのであっ

て、サルベージオペレーションが進行して

いる間においては、閣僚は一歩脇に立ち、

作業コントロールを閣僚が任命した特別の

訓練を受けた代行者に行わせるのが適当と

の趣旨である。 

2）閣僚権限代行として SOSREPを置く。 

 これは、右 1）を受け、英国の環境に重

大な汚染の脅威が存在する場合のあらゆる

サルベージオペレーションに対する最終的

なコントロールは、最も重要な公共の利益

を代表する閣僚権限代行（SOSREP： 

Secretary of State’s Representative for 

Maritime Salvage and Intervention）によって

行使されるべきとの趣旨である。この閣僚

権限代行は、右英文標記の単語の頭文字を

とり、SOSREPと呼称する。ここで SOSREP

は、公共の利益に必要とされる限度におい

て執られるあらゆる介入権限を行使する権

能を付与される閣僚の権限代行者を意味す

るものである。 

3）SOSREP は英国海上保安庁
8）長官（Chief 

Executive of the Maritime Coastguard 

Agency）とすべきではない。 

 ここでは、海上保安庁長官の任務を同庁

の全般的、継続的な管理であるとし、上部

機関である閣僚に対し、海上事案災害への
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対応状況及び以後の対応計画について情報

を提供することであることを明確にしてい

る。 

4）閣僚及び英国海上保安庁長官は事案対応

の際、SOSREPによって執られる決定に干

渉してはならない。 

 SOSREPによるオペレーションが進行し

ている間は、閣僚及び長官は SOSREPを支

持するか、または、罷免するか （either back 

SOSREP or sack him）のみにおいて影響を

及ぼすことができるとし、この点において、

SOSREPと閣僚及び英国海上保安庁長官と

の間でその立場、任務の関係の明確化を求

めている。 

5）SOSREP にはカリスマ性を有した人格を

必要とする。 

 SOSREPに任命される者については、重

大事故発生の際、閣僚権限代行として負う

ことが予定される責任の重要性を反映する

資質を要求している。これは、事案発生時

には、SOSREPは、高度の知識・経験を有

するプロフェッショナルサルバー、船舶所

有者、地域事情に精通する港長等に対応す

ることとなり、さらには、環境保護団体や

地元当局の圧力に直面することを前提とす

る。これらの関係者が一般的には事案解決

に向けた共通の意図を有することは当然で

あるとしても、これらを達成する方策は各

自の優先順位に応じ、それぞれが異なる見

識に従う可能性が高く、このため、SOSREP

は、関係者間の対立意見等を聴取し、これ

らを踏まえ、介入権限の行使等、自身の決

断を下さなければならず、これを「カリス

マ性を有した人格」が必要である旨、表現

している。 

6）英国海上保安庁は、直ちに SOSREP の資

質を備える者を採用するよう努めるべき

である。 

 英国海上保安庁長官は資質を有する者の

業務遂行に資するよう、その地位に応じた

柔軟な報酬を提供できるようにすべき旨主

張し、また、SOSREP創設及び必要な訓練･

研修に係る予算を計上するよう求めている。 

 

②国家緊急時計画へのSOSREPによる権限行

使等の明記 

1）国家緊急時計画には、SOSREPが重大な汚

染の脅威を含むサルベージオペレーショ

ンにおける意思決定過程において決定的

意見を有することを明確化すべきである。 

 海上災害事案への対応に関する国家緊急

時計画（National Contingency Plan）は、1995

年英国商船法、OPRC条約（1990年の油汚染

に対する準備、対応及び協力に関する国際条

約）（International Convention on Oil Pollution 

Preparedness, Response and Cooperation, 1990）

に基づき、締約国としての英国の義務を履

行するために策定されており、本計画にお

いて環境運輸地域省または貿易産業省の閣

僚権限を代行するSOSREPの活動について

明確化することを求めている。 

2）国家緊急時計画では、SOSREPが何ら積極

的な措置を執らない場合においても、閣僚

権限代行者として、提案された計画を暗黙

に採用・承認することについても明らかに

すべきである。 

 これは、SOSREPにはすべての段階にお

いて「無視する」（ignore）という選択肢は

なく、「何ら行動せず」とはサルバーや港長

のサルベージオペレーションに関する提案

に対し、採用・承認する、あるいは、暗黙

的に明確な同意を含む（ tacitly involve 

positive approval）ことを意味している。別

の言い方をすれば、SOSREPが指示を発し

ないということは、SOSREPは提示された

行動を採用・承認しているということであ

る。 
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3）国家緊急時計画は、SOSREPのコントロー

ルの下で実施されるサルベージオペレー

ションと防除オペレーション（clean-up 

operations）とは別の管理責任下により実

施されることを明確にすべきである。 

 これは、大規模海洋汚染事案については、

その対処を次の 4つに区分することを前提

とするものである。 

a） サルベージについては、SOSREPのコン

トロールの下で実施 

b）捜索救助（Search and Rescue）について

は、英国海上保安庁海上運用部長

（Director of Marine Operations）及びコ

ーストガード局長（Chief Coastguard）に

報告しつつ、HM Coastguardの下で実施 

c） 海上の防除作業（Clean-up at sea）につ

いては、英国海上保安庁海上運用部長及

びコーストガード局長の下で実施 

d）海岸域の防除作業（Clean-up of the 

shoreline）については、英国海上保安庁

の助言を踏まえ、地域当局のリーダーシ

ップの下に実施 

 サルベージはSOSREPの指示のもとで実

施され、捜索救助、海上及び海岸域の防除

作業は SOSREPの任務の範囲外とし、その

任務を区分するものである。 

4）国家緊急時計画は、SOSREPの活動を支援

するサルベージコントロールユニット

（SCU： Salvage Control Unit）の設置を記

述すべきである。 

 船舶事故に関連し大規模なサルベージオ

ペレーションを実施する場合には、

SOSREP の支援ユニットとして SCU の設

置を求めるものである。このユニットは、

迅速な意思決定のために可能な限り小規模

単位とすることが望ましく、このため、 

SOSREP、サルベージマネージャー、船舶

所有者・積荷及び責任保険者代表、英国海

上保安庁の代表（海上現場対応専門家）、環

境連絡要員、サルベージアドバイザー、ま

た、必要とされる場合には港長に限定し、

構成すべきことを述べている。 

 

③沖合施設事故に関連するサルベージ対応へ

の SOSREP制度の適用 

1）貿易産業大臣には、沖合施設事故に関する

サルベージオペレーションに対する権限

等が付与される必要がある。 

 D報告書作成時点において、沖合施設に

関する法規制は貿易産業大臣の所掌である。

一方、船舶、海上輸送については、環境運

輸地域大臣の責務である。これは、油・ガ

ス関連産業と海上運輸産業とは構造的な面

において、また、個々の活動面においてそ

の性格が異なるからである。しかしながら、

重大な海洋汚染の脅威が発生する場合にお

いては、想定される問題は同じである。実

際、沖合施設の中には船舶として分類され

る可能性を有するものもあり、また、船舶

（タンカーであるか否かを問わず）と沖合

施設の衝突のリスクもある。このため、両

省の責任分担については何らの変更を要し

ないが、貿易産業大臣には沖合施設事故に

関するサルベージオペレーションについて、

1995 年英国商船法に基づき環境運輸地域

大臣に付与された権限及び責務と同様の権

限等が付与される必要があるという趣旨で

ある。 

2）SOSREPは 1名とすべきである。 

 船舶と沖合施設に関係する事故の際、環

境運輸地域大臣、貿易産業大臣がそれぞれ

の SOSREPを任命し、サルベージオペレー

ションに関与するのであれば、現場におい

て混乱が予想される。このため、貿易産業

大臣は、環境運輸地域大臣が任命した

SOSREPを貿易産業大臣の代行者としても

任命し、自身の介入権限を行使する必要が

ある場合には、1名の SOSREPにより閣僚
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の介入権限が行使されることが必要との趣

旨である。 

 

3．SOSREP の権限行使に係る法的根拠‐

1995年英国商船法‐ 

 SOSREPによる介入権限は、あくまでも閣

僚（船舶事故に関連する事項については運輸

大臣、沖合施設事故に関連する事項について

はエネルギー・気候変動大臣（D報告書作成

時はそれぞれ、環境運輸地域大臣及び貿易産

業大臣：筆者注））の法令上の権限を代行する

ものである。このため、関係規定の主語は閣

僚（the Secretary of State）であり、法文上はあ

くまでも閣僚が行使する権限であるが、D報

告書の勧告を受けSOSREPが創設されたこと

により、実際には、SOSREPが閣僚に代わり

指示の発出等の権限を行使することとなる。

ここでは、その権限行使の法的根拠となる代

表的な英国法令として、船舶事故に関連する

介入権限について 1995 年英国商船法（the 

Merchant Shipping Act 1995）を記す
9）。 

（1）英国商船法は、船舶の登録、船長及び船

員に係る労働条件・資格訓練、船舶の安全

性、漁船、海洋汚染防止、船舶所有者の責

任、航路標識、海難救助、船舶検査、事故

調査、法的手続き等について規定する法律

である。その条文も全体で 310条以上及び

附則で構成されており、英国の海事関係事

項の広範を対象とするものとなっている。

現在の英国商船法は 1995年英国商船法で

あるが、同年制定以降も数次の改正が図ら

れている。 

 

（2）D報告書作成時点（1998年 11月）では、

英国商船法は 1995年英国商船法（1997年

商船及び海上セキュリティ法により改正）

（the Merchant Shipping Act 1995（amended 

by the Merchant Shipping and Maritime 

Security Act 1997））であり、船舶事故に

関連するサルベージオペレーションに対

する閣僚の介入権限は、「船舶の移動要求

に関する権限」（Power to require ships to be 

moved）としてセクション 100Cから 100E

に、また、「船舶事故」（Shipping casualties）

としてセクション137から141に関係規定

が置かれていた。 

 

（3）その後、2003 年海上安全法（the Marine 

Safety Act 2003）により、1995年英国商船

法（1997 年商船及び海上セキュリティ法

により改正）の改正が行われている
10）。

この改正は、D報告書の勧告を踏まえ、サ

ルベージオペレーションの際、河岸所有者、

岸壁・埠頭・防波堤管理者に対し、これら

施設を利用可能とするよう、閣僚が指示を

発することのできる権限を付加するとと

もに、1995年英国商船法（1997年商船及

び海上セキュリティ法により改正）中、閣

僚の介入権限等について規定していたセ

クション 100Cから 100E規定及びセクシ

ョン 137から 141規定について、所要の改

廃措置を行い、1995 年英国商船法（2003

年海上安全法による改正）附則 3Aに「安

全に関する指示」（Schedule 3A “Safety 

Directions”）として関連規定を整理したも

のとなっている。 

 

（4）SOSREPの介入権限に係る規定について、

1995年英国商船法（2003年海上安全法に

よる改正）附則 3A「安全に関する指示」

（Schedule 3A “Safety Directions”）のうち

代表的なものを記載する。 

① パラグラフ 1「事故後の指示（船舶をコ

ントロールする者に対する指示） 」 

（1）閣僚（the Secretary of State）の意見に

おいて次の事項に相当すると判断する

場合は、閣僚は本パラグラフに基づき指

示を発することができる。 
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 （a）事故が船舶に対し、または、船

舶内で発生。（b）事故が安全に対する危

険または有害物質による汚染の危険を

惹起。及び、（c）その危険を除去または

軽減するために指示が必要。 

（2）指示は、次の者に対して発することが

できる。 

 （a）船舶所有者。（b）船舶の占有者。

（c）船長。（d）船舶のパイロット。（e）

船舶を占有するサルバー。（f）船舶を占

有するサルバーの従業員または代理人、

及び、サルベージ活動に責任を有する者。

または、（g）港湾当局によって規定また

は管理される水域に船舶が位置する、ま

たは、移動を指示された場合にあっては、

港湾当局または港長。 

（3）指示はその指示を受ける者に対し、次

の事項に関し、行為をとる、または、行

為を控えることを求めることができる。 

 （a）船舶。（b）船舶にある、または、

あった物。（c）船舶の一部を形成する、

または、形成した物。（d）船舶によって

曳かれている、または、曳かれていた物。

（e）船舶上の者。 

（4）特に、指示は人に対し次の事項を要求

することができる。 

 （a）船舶またはその他の物の移動ま

たは移動しないこと。（b）船舶またはそ

の他の物の、特定場所への、もしくは、

特定場所からの、または、特定航路上の、

移動もしくは移動しないこと。（c）貨物

の荷下ろしを行う、または、行わないこ

と。（d）物質の荷下ろし、または、排出

を行う、または、行わないこと。（e）特

定のサルベージ活動を実施する、または、

実施しないこと。（e）人を下船させる、

または、乗船させること。 

 

 

② パ ラ グ ラ フ 2  事 故 後 の 指 示

（Direction）：陸上施設をコントロール

する者に対する指示 

（1）閣僚（the Secretary of State）の意見に

おいて次の事項に相当すると判断する

場合は、閣僚は本パラグラフに基づき指

示を発することができる。 

 （a）事故が船舶に対し、または、船

舶内で発生。（b）事故が安全に対する危

険または有害物質による汚染の危険を

惹起。及び、（c）その危険を除去または

軽減するために指示が必要。 

（2）指示は、沿岸の土地または建物につい

て責任を有する者に対して発すること

ができる。 

（3）本パラグラフについて次のとおり定め

る。 

 （a）ある者がその土地または建物の

使用について全部または一部をコント

ロールすることができる場合には、その

者は土地または建物について責任を有

する者となる。（b）「沿岸」とは、一般

に航海可能な英国水域に隣接または接

近可能であることを意味する。 

（4）指示は、指示を受ける者に対し、船舶

または船舶にある、もしくは、船舶にあ

ったあらゆる者もしくは物に対し、立ち

入りまたは便宜を認めるよう求めるこ

とができる。 

（5）特に、指示は人に対し次の事項を要求

することができる。 

 （a）人の上陸を許可すること。（b）

修理または他の作業実施のために施設

を使用可能とすること。（c）貨物または

他の物の陸揚げ、保管および処分のため

に施設を使用可能とすること。 

（6）本パラグラフに基づく指示は次の事項

に従わなければならない。 

 （a）書面で実施すること。または、
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（b）書面で実施することが不適当な場

合には、可及的速やかに書面で実施する

こと。 

 

③ パラグラフ 3 その他の指示 

（1）閣僚（the Secretary of State）の意見に

おいて次の事項に相当すると判断する

場合は、閣僚は本パラグラフに基づき船

舶に係る指示を発することができる。 

 （a）船舶または他の船舶の安全を確

保する必要があること。（b）人命または

財産の安全を確保する必要があること。

（c）汚染を防止または軽減すること。 

（2）指示は、次の者に対して発することが

できる。 

 （a）船舶所有者。（b）船舶の占有者。

（c）船長。 

（3）指示は、その指示を受ける者に対し次

の事項を要求することができる。 

（a）船舶が英国水域内の特定の場所か

ら移動または移動しないこと。（b）船舶

が英国水域内の特定の場所へ移動また

は移動しないこと。（c）船舶が英国水域

内の特定の航路上を移動または移動し

ないこと。（d）船舶が英国水域内から除

去されること。 

 

④ パラグラフ 4 指示に代わる措置 

（1）本パラグラフは、閣僚（the Secretary of 

State）が次のとおり判断する場合に適用

する。 

 （a）閣僚に対し本附則に基づく指示

を発する権限を付与する環境にある。し

かし、（b）指示を発することでは十分な

効果が期待できない。 

（2）本パラグラフはまた、次の場合に適用

する。 

 （a）本附則に基づき、閣僚が指示を

発した。しかし、（b）閣僚の意見におい

て、発した指示では十分な効果を期待で

きない。 

（3）閣僚は、指示が発せられた場合に達成

される目的のため必要または有益と思

料される措置を執ることができる。 

（4）特に、閣僚は次の措置を執ることがで

きる。 

 （a）人に土地への立ち入り、または、

施設の使用を認めること。（b）閣僚が人

に対し指示により行動することを求め

ることができる事項について、実施する、

または、人に実施することを認めること。

（c）人に船舶のコントロールの実施を

認めること。（d）船舶の沈没または破壊

のための手続きを行い、または、手続き

を行うことを認めること。 

 

4．SOSREP対応事例‐MSC Napoli号事故‐ 

 D報告書を踏まえ、1999年 10月、Mr. Robin 

Middletonが初代 SOSREPとして、また、2008

年 1 月には第二代として Mr. Hugh Shaw が

SOSREPに就任している。Mr. Middletonは在

任中、672件の事故に関与し、62件の指示を

発している。Mr. Shawは 2008年の就任から

2010年までの間、305件の事故に関与、30件

の指示を出している
11）。2007 年 1 月に英仏

海峡で発生したコンテナ船 MSC Napoli号事

故は最も複雑で解決までに 900日以上を要す

る事案であったが、SOSREP対応の成功事例

として高く評価されているものであり、本件

の事故概要及びSOSREP対応等について紹介

する。 

（1）コンテナ船MSC Napoli号（船種：コン

テナ船（4,688TEU）、船籍：英国、総トン

数：53,409トン）（以下、「M号」という）

は、2007年 1月 18日、ベルギーからポル

トガルに向けコンテナ約2,300個を積載し、

英国南西部 The Lizard南約 40マイル沖を

航行中、波高 12m、秒速 36mの風という
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悪天候の中で機関室及び居住区前方の船

体両側面に亀裂を生じ、機関室の浸水、船

体が傾斜する事故が発生した。船長は乗組

員総員に対し退船するよう指示を発し、乗

組員は全員、英国海軍所属ヘリコプターで

救助され、海難救助契約についてはオラン

ダ Smit Salvage BVがロイズ海難救助契約

標準書式（LOF2000）により締結した。 

（2）事故は英国及びフランスの間にある英国

海峡で発生したため、両国間で締結してい

るAnglo-French Contingency Plan（英仏緊

急時計画、通称Mancheplan）
12）に従って

対応し、SOSREPとフランス海上安全当局

によりM号の現場評価を実施した。M号

事故については、発生位置は英国海峡のフ

ランス側であり、Mancheplan に基づき、

原則的にはフランス海上安全当局が対応

を主導する立場にあったが、SOSREPとフ

ランス当局による評価の結果、フランス沿

岸水域には事故発生位置から 200 マイル

の範囲内に M号を収容し、積載貨物（コ

ンテナ約 2,300個のうち 159個、約 1,700

トンは産業用または農業用の危険物質を

積載）及び燃料油などの移送を行うための

船舶の避難場所となり得る適当な水域は

存在しなかった。このため英国南部沿岸海

域の避難場所に M号の船体を曳航し、貨

物（コンテナ）、燃料油などの移送を行う

ことが環境に対する影響が最も少ないと

の方針の下、英国側の SOSREP が主導的

役割を果たすこととなった。 

（3）SOSREPは、当初、船舶の避難場所とし

て英国南部沿岸水域の Portland Harbourに

M 号を曳航することを計画し、事故翌日

の 1月 19日、M号の曳航作業を開始した。

1 月 20 日早朝、船体両側面の亀裂がさら

に進行し、船尾が水中に没し始めたため、

M号の Portland Harbourへの曳航を断念、

中止した。また、船体折損の可能性が生じ

てきたため、船体の折損を防止し、船体を

一体のままの状態に保つことを最優先事

項として作業を進めることとした。

SOSREPは、サルベージ作業を成功させる

ための唯一の実行可能な選択肢は、船体を

浅所海域に座礁させることであると判断

し、北西、西及び南西方向の風を遮断する

ことのできる Lyme Bay の平穏海域に M

号を擱座させることを決定、実行した。 

（4）擱座後、M 号に残存する燃料油（2,600

トン）などの抜き取り、コンテナの移送作

業が行われた。2007 年 3 月中旬、油の抜

き取り作業はほぼ完全に終了し、その後も

コンテナの移送・回収作業が継続して行わ

れた。擱座の際、M 号から少量の燃料油

が、また、空気抜き管から約 10トンの油

が流出したものの、SOSREPによるM号

船体の英国沿岸向け曳航作業、状況悪化に

伴う避難場所としてのLyme Bayへの擱座

判断、また、これに引き続く燃料油などの

抜き取り作業を実施することにより、広範

囲にわたる重大な環境被害の可能性を回

避した。船体は 2009年 7月、完全に撤去

された。 

（5）SOSREPはM号のLyme Bayへの擱座判

断に際し、環境団体との間で調整を実施し

た。M号の擱座位置であるLyme Bayは欧

州でも有数の環境保護海域であり、地質的

に、また、海洋生物（桃色ウミウチワ、杯

状サンゴ）の個体密度の観点からも国際的

に認識が高い海域であり、また、Lyme Bay

を囲むドーセット及び東デヴォン海岸は、

2001 年に Jurassic Coast として世界遺産に

登録されている。このため、M号事故対応

において環境団体は、擱座を避けるべきと

の意向を示した
13）。SOSREPはM号船体折

損の可能性が急迫していること、積荷及び

燃料油の取り卸し等のサルベージ活動を

行うために避難場所への入域を最優先す
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るとの観点から、環境団体の意向を助言と

して認識しつつも、最終的には環境への被

害を極小化するために、一方的に擱座に関

する判断を下したことが認められる
14）。 

（6）運輸省閣外大臣（The Minister of State、

Department for Transport）  Dr. Stephen 

Ladymanは 2007年 2月 1日及び 28日の

両日、英国議会下院（The United Kingdom 

Parliament、 House of Commons）において、

M 号事故対応について答弁を行っている。

大臣は、MSC Napoli号事故に係るサルベ

ージ作業に対しては直接的には権限を行

使せず、閣僚権限代行者たる SOSREP の

活動の報告を受け、議会に対し状況を報告

することにより、大臣の説明責任を果たし

ている。これは、D報告書に記述された勧

告を実践しているものであり、M 号事故

への SOSREP の対応に関連して、大臣が

SOSREPを罷免（sack him）することなく、

SOSREPの活動を支持（back him）するこ

とにおいてのみ影響力を行使し、結果とし

てM号事故への SOSREPの対応について、

肯定的な評価を行っている。 

 

5．欧州連合における政治的影響力から

独立した当局の導入に係る審議 

 欧州連合（EU：European Union）において

は、2005 年 11 月以降、船舶の避難場所のへ

の船体収容に係る判断権者について、「政治的

影響力から独立した当局」を指令（Directive）
15）の規定中に導入することの是非について

審議を行った。この審議は、SOSREP制度の

特徴である「政治的影響力からの独立性」に

係る評価に相当するものであり、以下、その

審議過程を概説する。 

 

（1）指令における船舶の避難場所に関する従

来規定 

 EU においては船舶の避難場所に係る枠組

みとして「船舶通航監視及び情報システムに

関する指令」（以下、「船舶通航監視指令」と

いう）（Directive 2002/59/EC）
16）に規定を設

けていた。これは、1999 年 12 月に発生した

タンカーErika 号の重油流出事故に関連して、

「船体が折損する前に、本船の船長がフラン

スの港に対して避難するべく許可を求めたが

拒否された」
17）ことを踏まえ、避難場所につ

いて規定する必要性から指令の一規定として

提案され、2002年 6月に採択されたものであ

る。同指令第 20条で次の条文を設けている。 

 

第 20条（避難場所） 

 加盟国は、関係機関と協議のうえ、IMO

ガイドラインを考慮し、困難な状況にある

船舶をその管轄下にある水域に収容するた

めの計画を立案しなければならない。本計

画は、困難な状況にある船舶が権限ある当

局（competent authority）の許可に従い、早

期に避難場所へ入域できることを確保する

よう、運用及び環境を考慮した必要な調整

及び手続を含むものでなければならない。

（中略） 

 加盟国は、欧州委員会に対し 2004 年 2

月 5日までに、前パラグラフに関する措置

を報告しなければならない。 

 

 本規定は加盟国において船舶の避難場所に

係る計画を予め策定し、これを欧州委員会に

報告することを求めるものである。避難場所

への船体収容に係る判断を行う主体について

は「権限ある当局」（competent authority）とす

るのみであり、当局の独立性の有無等に係る

その性格については各加盟国の判断に委ねら

れている。 

 

（2）Prestige号事故後の EUの指令改正審議 

 EU における避難場所の枠組みについて規

定する船舶通航監視指令が採択された 2002
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年 6月から 5ヶ月後の同年 11月、スペイン北

西部ガルシア沖においてタンカーPrestige 号

（以下、「P 号」という）事故が発生した。P

号の船体に損傷を認め、救助関係者はスペイ

ン当局に対し、避難及び積荷油（重質燃料油

77,000トン）の移送のために船体をスペイン

沿岸域の避難場所への収容を認めるよう要請

したが、同国当局はこれを拒否し、逆に沖合

に曳航する旨指示した。その後、気象条件が

悪化し、船体が 2つに折損、積荷油の大部分

が船体から流出し、結果的にスペイン、フラ

ンス、ポルトガル沿岸に大規模な油汚染をも

たらした。 

 この P号事故対応への教訓を踏まえ、2005

年 11月 23日、欧州委員会は、事故船舶の避

難場所への収容強化策を掲げ、収容に係る判

断については、政治的影響力から独立するシ

ステムの導入を内容とする船舶通航監視指令

の改正を提案し、その後、共同決定手続き
18）

に基づき、閣僚理事会、欧州議会等での審議

が行われた。 

① 欧州委員会による改正指令案 

 欧州委員会は、「独立した権限ある当局」

を導入するため、船舶通航監視指令第 20

条（前記（1））に対し次の改正案を提案し

た
19）。 

 

第 20条（困難な状況にある船舶の避難場所へ

の収容） 

1. 加盟国は、第 20a 条に規定する計画に

基づき実施する状況評価の結果に従い、

困難な状況にある船舶について、その状

況によって生じる脅威を制限すること

が可能な避難場所への収容を認めるよ

う確保しなければならない。 

2. 困難な状況にある船舶の避難場所への

収容に関しては、事前の状況評価及び加

盟国によって指定される独立した権限

あ る 当 局 （ independent competent 

authority）の判断に従うものとする。 

3. （略） 

 

② 採択規定 

 約 3年半の審議を経て、2009年 4月、EU

は次の規定を採択した
20）。 

 

第 20条（要支援船舶の収容に関する権限ある

当局） 

1. 加盟国は、オペレーションに際し、要

支援船舶の収容に係る自らの考えに基

づき独立した決定を行う（ to take 

independent decisions）ために、必要

な専門性及び権限を有する一つあるい

は複数の権限ある当局（competent 

authorities）を指定しなければならな

い。  

2. 及び 3. （略） 

 

 採択規定においては、欧州委員会が提案し

た「独立した権限ある当局（ independent 

competent authority）」の導入については見送り、

代案として「独立した決定を行うために」、「専

門性及び権限を有する当局を導入」としてい

る。 

 

③ 各規定比較 

 船舶の避難場所へ船体を収容することの

是非を判断する主体について、従来規定、

欧州委員会改正規定案及び採択規定を再掲

し、比較すると次のとおりである。 

 

1） 従来規定 

第 20条（避難場所） 

 避難場所に関する計画は、困難な状況に

ある船舶が権限ある当局（ competent 

authority）の許可に従い、早期に避難場所

へ入域できることを確保するよう、運用及

び環境を考慮した必要な調整及び手続を
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含むものでなければならない。 

2）欧州委員会改正規定案 

第 20条（困難な状況にある船舶の避難場

所への収容） 

2. 困難な状況にある船舶の避難場所へ

の収容に関しては、事前の状況評価及び

加盟国によって指定される独立した権限

あ る 当 局 （ independent competent 

authority）の判断に従うものとする。 

3）改正船舶通航監視指令規定 

第 20条（要支援船舶の収容に関する権限

ある当局） 

1. 加盟国は、オペレーションに際し、

要支援船舶の収容に係る自らの考えに基

づき独立した決定を行うために（to take 

independent decisions）、必要な専門性及び

権限を有する一つあるいは複数の権限あ

る当局（one or more competent authorities）

を指定しなければならない。 

 

 Erika 号事故後に採択された従来規定では、

船舶の避難場所への船体の収容の判断につい

ては「権限ある当局」（competent authority）の

許可に従うことのみを規定し、当局の性格に

ついては規定せず、各加盟国の判断によるこ

ととしていた。これに対し欧州委員会提案で

は、P 号事故を踏まえ、指令により「独立し

た権限ある当局」（ independent competent 

authority）を各加盟国内に設置することを義

務づけ、船舶の避難場所への収容については

政治的影響力から独立した当局がこれを判断

することを提案した。しかしながら、共同決

定手続による審議においては、「権限ある当

局」（competent authority）の組織的性格、即ち

独立性について言及することを避け、その代

案として、決定そのものの性格を独立したも

のとして、「独立した決定を行うために」（to 

take independent decisions）、「権限を有する一

つあるいは複数の権限ある当局（one or more 

competent authorities）を指定する」旨の規定

を採択した。結果として、当局の性格につい

て直接言及、形容することを避けた規定とな

り、欧州委員会の改正提案よりもそのトーン

が弱くなったと考えられる。 

 

6．考察 

 以上の記述を踏まえ、SOSREP制度の特徴

である「政治的影響力からの独立性」に焦点

を当て、考察を行うこととする。 

（1）P号事故後、2005年 11月、EUにおいて

欧州委員会が提案した「独立した権限ある

当局」の独立性とは、英国において採用し

ているSOSREPをモデルとするものと考え

られる。船舶の避難場所への船体収容の判

断に際して生起され、判断の遅延等をもた

らす可能性のある政治的混乱又はその圧力

を回避することを目的として、「『政治的影

響力から独立した』権限ある当局」の導入

を試みたものである。指令の改正提案の審

議において、EU は最終的にこの「政治的

影響力から独立した当局」の導入を見送る

こととなった。この EUの審議過程こそが、

SOSREP制度の特徴である「政治的影響力

から独立性」に対する共通した評価を表し

ているものと考える。 

（2）EU の審議において「政治的影響力から

独立した当局」（ independent competent 

authority）の採用に対し、閣僚理事会は、「権

限ある当局」の独立性の有無等については

「加盟国内の行政及び組織を十分に考慮し

つつ、加盟国自身が柔軟にこれを組織する

べき」旨主張し
21）、「独立した権限ある当

局」に係る欧州委員会の提案を不支持とし、

各加盟国において権限ある当局が判断する

との見解を示した。これは、油濁損害を発

生させる可能性のある船舶の避難場所への

収容の是非は、加盟国の政治的問題を含み

うることを前提に、指令により加盟国に対
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し独立した権限ある当局の設置を義務づけ、

船舶の避難場所への収容を原則として、こ

の当局により政治的影響力から独立して判

断させることは各加盟国の政治、又は、行

政体制に対する介入であるとして、これを

回避し、不支持とすることが閣僚理事会の

認識であると考えられる。これは、各加盟

国の利益を代表する場としての閣僚理事会

の特徴を体現するものである
22）。なお、閣

僚理事会の見解に対し、欧州委員会は、こ

の独立性は最適な判断を適時に、かつ、地

元の政治的圧力を受けない状況で行うこと

を確保するためには不可欠であると考える

旨反論を行っている
23）。 

（3）タンカー事故等の海上災害事案が発生し

た際、大規模油濁損害を防止し、極小化す

るためには、船体を避難場所に収容するこ

とが有効であろうが、これを優先するため

には、政治的影響力を排除し、迅速な意思

決定を行うために権限ある当局の独立性の

確保を必要とする。特に欧州水域において

は、一国の対応の遅れが近隣沿岸国におい

ても大規模油濁損害を惹起する可能性があ

るだけに、独立した当局による判断、介入

は一つの理想的な制度であろう。しかしな

がら「独立した権限ある当局」について指

令の法形式を以て各加盟国に義務を課する

ことは、同時に各国の政治・行政体制に介

入することも意味するのである。このため、

EU においては最終的には、この「独立し

た権限ある当局」については見送り、代案

として「独立した決定を行うために」、「権

限を有する権限ある当局」の導入に至った

ものと考える。 

（4）他国の例としてオーストラリアは、オー

ストラリア海上安全局（AMSA：Australian 

maritime Safety Authority）において海上緊急

事案対応指揮官（MERCOM：Maritime 

Emergency Response Commander）を任命し

ている。国家海上緊急対応協定（NMERA： 

National Maritime Emergency Response 

Arrangement）中、MERCOM は、「海難対

応の管理について責任を有する国家的意思

決定者であり、港湾に対し曳航船舶を拠出

するよう指示を発し、重大な汚染のリスク

を提示する緊急状態にある船舶に対し避難

場所を指定する権限を含む、重大な汚染の

リスクを防止し、軽減し、又は、除去する

ために必要とされる措置を実施するための

介入権限を有し、AMSAによって任命され

る者を言う」旨の定義がなされている
24）。

これは英国SOSREPに倣って導入したもの

であるが、このMERCOMは、SOSREPと

は異なり、政治的に独立してその権限を行

使する制度ではない。  

（5）IMO においては、タンカーErika 号事故

等を踏まえ、第 23回 IMO総会（2003年 12

月開催）において、「船舶の避難場所に関す

るガイドライン」（Guidelines on Places of 

Refuge for Ships in Need of Assistance： 

Resolution A.949（23））（以下、「IMOガイ

ドライン」という）を採択している。この

IMOガイドラインは、過去のタンカー事故

を踏まえ、避難場所の必要性及び有効性を

認識し、これに係る枠組み策定の機運が高

まったことを契機として任意の指針として

作成された。IMOガイドライン中、「【1.7】

船舶の避難場所への船体の入域の承認はケ

ースバイケースによる政治的判断によるこ

ととなろう。この場合、避難場所への収容

による環境側面及び損傷を受けた船舶に対

する有効性、並びに、沿岸域付近に入域し

た船舶から生じる環境に対するリスク間の

バランスを十分考慮することになろう」、

「【1.10】船舶の避難場所の利用に当たって

は、地域の反対及び政治的決断に直面する

可能性がある」旨の記述があり、船舶の避

難場所に係る運用においては政治的問題に
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発展する可能性があることを認めている。

しかしながら、船体の収容に関する判断に

ついて、「政治的影響力から独立して収容判

断を行う」等の具体的な言及はなされてい

ない。IMOガイドラインを一つの国際スタ

ンダードとして捉えるのであれば、世界的

に見ても、「政治的影響力から独立した当

局」の導入を制度化、又は、推奨する状況

にはなく、SOSREPの特徴であるこの「政

治的影響力からの独立」は過去、幾度の大

規模海上災害事案を経験した英国であるが

ゆえに導入された非常にユニークな制度と

して評価されるのであろう。 

 

7．おわりに 

 初代 SOSREP（Mr. Robin Middleton）は EU

において船舶通航監視指令の避難場所に関す

る改正規定が審議されている時期に、「政治的

に独立したSOSREP制度は非常に有効である。

英国は大規模海上油濁事案を経験したからこ

そ、この制度を導入した。自分自身は在任中、

政治的要素に影響されない中で常に何が最善

かと考え、必要な権限行使を行った。コンテ

ナ船 M 号の避難場所への収容はこの最たる

例である。しかしながら、指令を以て EU の

各国にこのシステムを導入し、避難場所への

収容について判断させることは各国の政治家

が国内への介入としてこれを好まないだろ

う」と述べている
25）。これまで述べた SOSREP

制度の意義と課題をまさに象徴している言葉

である。コンテナ船M号事故対応に代表され

るように、政治的影響力から独立してその権

限を行使するSOSREP制度は非常に有効なシ

ステムとして評価がなされるのであろうが、

同時に、SOSREPに類似する制度の導入を検

討し、SOSREPを理想の制度として追及する

ことは、政治サイドの決断、英断を要すると

考えられる。大規模事案に対応した後の検証

過程を経ることによってのみ、政治サイドが

自らその影響力を行使することの是非を熟考

することの帰結の一つとして、政治的影響力

から独立した制度の誕生となると考える。 

 日本経済新聞は 2011年 3月 11日に発生し

た東日本大震災を踏まえ、「日本を立て直す」

とのテーマで順次、各界有識者のインタビュ

ー記事を掲載した。同年 4月 2日は、元ニュ

ーヨーク市長のジュリアーニ氏に対するイン

タビューであった。同氏は、2001 年 9 月 11

日に発生した米国同時多発テロの際のニュー

ヨーク市長であり、「危機管理で大切なのは何

か」の問いに対し、「指揮と制御である」、「指

揮で大事なのはワンボイス（命令を出す人を

一人に絞ること）である」、「一人が無理な場

合でもワンセントラルボイスにする」旨回答

している。 現 SOSREPのMr. Hugh Shawは

ドナルドソン卿が作成した D 報告書の

SOSREP設置に係る勧告の趣旨を「単一の指

示（a single voice）」と表現している（前記 2

（2））。このため、ワンボイスシステムは、英

国の環境に重大な汚染の脅威が存在する場合

において、サルベージオペレーションに対す

る最終的なコントロールとして閣僚権限を代

行するSOSREP制度と共通の意味合いを有す

ると考える。ジュリアーニ氏も同時多発テロ

という未曽有の事件を体験し、これに対応し

た当事者であるが故に、危機管理事案に対す

るワンボイスの意義及びその重要性を主張す

るのであろう。 

 SOSREPの特徴とする「政治的影響力から

独立」する制度は、契機となる何らかの事件、

事案の影響が相当程度を大きく超過する時点

においてのみ、制度創設に向けた社会的位置

エネルギーが高まるものと考える。英国にお

いては、Sea Empress号事故をはじめとする幾

度のタンカー事故による大規模海上災害事案

がそうであるし、また、未曾有の事案である

米国同時多発テロへの対応がジュリアーニ氏

をしてワンボイスの必要性を語らせている。
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災害等の危機管理事案は新たな制度創設に係

る検討を待ってくれるものではない。既存制

度、検討の先行事例を含め、平時から地道に

研究は継続することが肝要と考える。 
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西村 弓（東京大学） 

 

 

 以上から、①現行国際法上は、人命に危険

がある場合を除いて、沿岸国は要支援船舶が

自国の内水・領海を避難水域として利用する

ことを拒否しうること、②しかしながら、避

難水域での対処によって船体・積荷・海洋環

境への損害を防止しうるのであれば、水域提

供が望ましく、各種の国際指針は沿岸国に避

難水域提供諾否に関する合理的な決定手法・

基準の整備を求めていること、③こうした合

理的な決定手法・基準の確立のために、すで

に国内施策を採っている国もあり、それらの

実行からは考慮すべきいくつかの要素が浮か

び上がること、が導かれた。 

 本章では、むすびに代えて、これらの諸要

素を再確認したうえで、日本の施策への示唆

についてまとめることとする。 

 

1．各国の実行にみられる諸要素 

 避難水域に関連する国内的対応をなしてい

る各国の例からは、以下のような点が焦点と

して浮かび上がってきた。 

 

（1）ガイドラインの策定 

 要支援船舶に対する避難水域の提供にあた

っては、①事故状況に関する情報収集、②災

害評価、③提供諾否がもたらすリスク評価に

基づいた避難水域提供諾否の判断、④具体的

な避難水域の選定、⑤避難水域提供（当該水

域までの曳航等の確保）、⑥船体・積荷の最終

的処理、⑦発生した損害の補償・賠償問題の

処理、といった一連の判断・対応が必要とな

るが、とりわけ①～⑤の実施は往々にして緊

急を要する。ひとたび事故が発生した場合に

迅速に政策的決定を下す前提として、技術的

判断の基礎をいかに確保するかが重要となる。

このためには、事前に事故のシナリオを想定

し、種々の評価・判断についてのガイドライ

ンを策定しておくことが有用と考えられる。 

 こうした観点から、要支援船舶が発生した

場合にとるべき対応について、予めガイドラ

インを策定する国家も多い。もっとも、事故

や損傷、その結果として想定される被害は、

積荷の種類や気象・海象条件等に応じて多様

であることから、事前のガイドライン策定が

対応の柔軟性を削ぐ危険性も存在し、指針策

定にあたっては一定程度のフレキシヴィリテ

ィ確保に配慮することも必要と考えられる。 

 

（2）避難水域のリスト化 

 要支援船舶の修理や積荷の積替えを実施す

るために地理的条件が適した水域を、予め避

難水域としてリスト化する国家が存在する。

これらの国家の中には当該リストを公開する

場合と非公開としている場合の双方がある。

対して、事前にリスト化は行わず、ケースバ

イケースで判断を行う国家も存在する。後者

の方式を採る場合には、具体的な事案に際し

て迅速な意思決定の仕組みを確保することが

より一層必要となると考えられる。 

 

（3）決定権者・判断プロセス 

 要支援船舶への対処が多くの場合緊急を要
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することに照らせば、事故対処の決定権限者

および意思決定プロセスをどのように定める

べきかが実務上は大きな問題となる。決定権

限を独立した機関に与える必要はあるのか、

事故への対処に際して、中央政府と地方自治

体の間の権限配分や相互の調整に関する枠組

みをどのように設定するべきか、迅速な判断

の必要性との関係において、種々の利害関係

者との調整はどの段階で行うのか、といった

点である。 

 この点については、一方では、英国におけ

るSOSREP制度が集権的な決定の仕組みで対

応するが、同様の仕組みの導入が EUレベル

では合意をみなかったように、各国の国内体

制とも関連して問題となる。 

 

（4）コスト分担 

 避難を拒否もしくは認容した結果、損害が

生じた場合に、沿岸国・旗国・船主・荷主等

の間でコストの負担をいかに分担すべきかが

問題となる。たとえば、避難を認めた結果、

汚染を生じた場合には、汚染を払拭するため

の仕組みは現行のもので十分か、十分でない

とすればどのような改善策がありうるか、旗

国に対して責任を求めうる可能性があるか、

第三者損害について避難を認めた沿岸国が責

任を問われる可能性があるか等が問題となる。 

 避難水域提供に消極的な国家が多いのは、

提供の結果として、要支援船舶処理等の負担、

沿岸環境への悪影響、漁業･観光資源への損害

といった経済的損失が生じることを危惧する

からである。いかなる負担を負うかが予め明

らかでない場合には、沿岸国が避難水域提供

を躊躇することは容易に想像される。この点

については、現行条約体制がどこまで避難水

域提供にかかる損害をカバーしうるかを前提

的に確認する必要がある。加えて、保険保証

状の要求、入域条件としての責任制限放棄の

あり方、国際基金の整備などの検討が必要と

なろう。金銭賠償によっては救済しえない損

害が発生する危険性にどう対処すべきかとい

う問題、リスクとコストを計算するうえで利

害関係者をいかに特定すべきかという問題に

ついても検討する必要がある。 

さらに、避難水域を提供した場合、要支援船

舶に対して沿岸国がいかなる管轄権を有する

かも問題となる。避難水域を提供した沿岸国

は、具体的な修理や積替えの実施やその方法

を指定し、要支援船舶に対処するための管轄

権を認められるのか。認められるとすれば、

沿岸国による要支援船舶に対する実質的コン

トロールは損害が生じた場合の責任配分にど

う影響するのかという点である。 

 

2．日本への示唆と今後の検討課題 

 以上の他国の経験は日本にどのような示唆

を与えるだろうか。避難水域問題に関する日

本の施策は充分に整備されているだろうか。

現行法制度を簡単に概観したのち1、今後の検

討課題についてまとめよう。 

 

（1）現行法制度 

 日本の現行法制度上、避難水域問題はどの

ように扱われているだろうか。 

 第 1に、港湾法が避難港制度を設けている

が、これは小型船舶の避難を想定したもので

ある（2 条 9 項）。指定された 35 港は水深 4

～5m であり、タンカーや大型貨物船等の避

難には対応していない。 

 これに対して、第 2に、港則法上、全国で

86港指定されている「吃水の深い船舶が出入

できる港又は外国船舶が常時出入する港（特

定港）」への入出港に際しては、港長に届出を

提出しなければならず、また錨地については

港長の指定を受ける。上記の小型船舶に対す

る港湾法の規定とは異なって、避難港という

視点からの規律ではないが、仮に要支援船舶

から特定港への避難が求められる場合には、
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実質的には港長の判断で対応することになろ

う。しかしながら、特定港の港長は、海上保

安長官が海上保安官の中から任命する（海上

保安庁法 21条）ことから具体的事案に際して

は港長間における調整が行われることはある

だろうが、制度的にはそれぞれの港ごとの対

処という仕組みになっており、国レベルでよ

り適切な避難港の指定を行う手続は必ずしも

確保されていない。また、要支援船舶が特定

港への入港を行わずに領海内の浅瀬や港以外

の湾、入り江等を避難水域とする場合には、

本制度の対象外となる。 

 第 3に、入港を伴わない避難に関連する対

応としては、「1990 年の油汚染に係る準備、

対応及び協力に関する国際条約（OPRC 条

約）」を受け、1997年に｢油汚染事件への準備

及び対応のための国家的な緊急時計画｣が閣

議決定された。その後、「2000 年の危険物質

及び有害物質による汚染事件に係る準備、対

応及び協力に関する議定書（OPRC-HNS議定

書）」が締結されたことを受け、同計画は廃

止され、新たに「油等汚染事件への準備及び

対応のための国家的な緊急時計画（以下、「国

家的緊急時計画」）」が 2006年に閣議決定さ

れている。 

 この計画によれば、油等汚染事件への対応

を総合的かつ効果的に実施するため、関係行

政機関は、関係専門家、防除資機材、各海域

の自然的・社会的・経済的特徴（水質、底質、

漁場、養殖場、工業用水等の取水口、海水浴

場、さんご礁、藻場、干潟、鳥類の渡来・繁

殖地、史跡等）に関する情報を収集・整理し、

適宜最新のものとして維持するとともに、関

係行政機関で構成する「油等汚染事件に対す

る準備及び対応に関する関係省庁連絡会議」

等の場を通じて相互に交換することとされる

（同計画第 2章第 1節）。また、関係行政機

関、地方公共団体等は、油等汚染事件への対

応について必要な対策を適切に実施するため、

それぞれの機関の対応体制及び機関相互の協

力体制の整備を図るものとされる（同 2節）。

具体的な事件に際しては、災害の規模に応じ

て、官邸危機管理センターにおける緊急参集

チームの参集および官邸対策室の設置、警戒

本部（本部長＝海上保安庁長官）および連絡

調整本部の設置（本部長＝現地の管区海上保

安本部長）、災害対策基本法に基づく非常災

害対策本部（本部長＝原則として国土交通大

臣）および非常災害現地対策本部（本部長＝

原則として国土交通副大臣）の設置等がなさ

れる（同 5節）。 

 国家的緊急時計画によれば、船長は、船舶

から海洋への大量の油等の排出があった場合

および排出のおそれのある場合
．．．．．．．．．．．

には、「海洋

汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海

防法）」に基づき、直ちに最寄りの海上保安部

署等に通報することとされているから（第 2

章 3節）、油排出前の段階も念頭には置かれ

ている。しかしながら、同計画に示される具

体的な対策は専ら排出された油等をどのよう

に除去するかに関するものが中心であり、要

支援船舶から避難水域の要請がなされる事態

を具体的に想定した規定は存在しない。海防

法も、油等の排出規制を船舶に義務づける他

は、油等が流出して海洋汚染をもたらした場

合への対応を専ら想定しており、汚染のリス

クがあるという段階にとどまる要支援船舶へ

の対応については具体的な規定を置いていな

い2。 

 以上のように、日本の現行法においては、

特定港への受け入れや現に油等の流出を生じ

ている事故船舶に対する防除体制は整えられ

ている。しかしながら、未だ汚染を生じてい

ない段階の要支援船舶から、特定港以外の内

水や領海等を避難水域として船体の修理や積

荷の積替え等を行いたいという要請があった

場合を想定して、避難水域の提供に関して具
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体的な枠組みを設定する制度は整備されてい

ないのが現状である。 

 

（2）求められる施策と検討課題 

 それでは、いかなる対策が求められるだろ

うか。他国の経験に照らせば、以下のような

諸点について今後検討を行い、これらを実施

するための施策の立案が求められると考えら

れる。 

 

（a）リスク・アセスメントの技術的な手順お

よび基準の確立 

 要支援船舶に対していかなる対応を執るべ

きかの決定は、何よりも予想されるリスクの

内容、これがもたらしうる損害の種類・規模

に関する適切な評価のうえになされなければ

実際的な意義を持たない。このために、リス

ク・アセスメントに関する技術的な手順およ

び基準を事前に整備する必要がある。原油等

潜在的に危険な物質を積んだ船舶の運航ルー

ト、季節毎の気象・海象条件等に応じて、発

生しうる事故およびその後の汚染の封じ込め

あるいは拡大の可能性についてのシミュレー

トを行い、そのデータを要支援船舶の発生時

に直ちに利用できるような状態に維持してお

くことも有用と考えられる。 

 以上の対応は、あくまでも発生しうる事故

に応じたリスクの技術的評価にとどまるとい

う点で客観的に行われうるし、多様なステー

クスホルダー間での利害衝突も生じにくい。

必要性と実現可能性の双方が比較的高い施策

であるため、早急に対応することが望まれる。 

 

（b）港およびその他の停泊地のランク付け 

 その結果を公表するか否かは別として、気

象・海象、地形等の自然条件、環境上脆弱な

場所の特定、対応に要する装備・施設へのア

クセスのし易さ等の種々の要素に照らして、

港や停泊地のランク付けを行っておくことも

有用である。 

 このうち、環境上脆弱な海域については、

すでに環境省が国家的緊急時計画の円滑な推

進を図るため、汚染事件発生時に環境保全の

観点から迅速、的確に対応する上で必要とさ

れる情報を「脆弱沿岸海域図」として整理し

ている3。この整理は、流出油の漂着のし易

さ・残留性・除去のし易さ、海岸に生息する

生物に対する影響、海岸の利用や産業に与え

る影響等の観点から海岸の油汚染に対する脆

弱性を評価して作成したものとされる。 

 環境の脆弱性以外の気象・海象条件や地理

的要素も加味して、避難に適した海域を選定

し、ランク付けをしておくことは、迅速な判

断を要する要支援船舶への対応に際して有用

と考えられる。具体的な海域の最終的選定に

あたっては、地域住民や漁業者・観光業者と

いった関係者の利害が対立することが考えら

れるが、まずは自然条件、環境上の特質、設

備といった客観的要素に照らして一定のリス

トアップをしておくことが選択肢の枠付けの

機能を果たすことが期待される。 

 

（c）損害責任の所在の明確化およびコストの

分担のあり方についての検討 

 避難水域提供に消極的な国家が多いのは、

提供の結果として、要支援船舶処理等の負担、

沿岸環境への悪影響、漁業・観光資源への損

害といった経済的損失が生じることを危惧す

るからであることは容易に想像がつく。避難

水域の提供に伴って損害が生じた場合に、こ

れについて自国のみの負担とならず、合理的

な補償がなされることについて予め信頼でき

れば、提供の可否の判断にも影響がありうる

だろう。 

 避難水域として入港を求める船舶に対して

は、入港条件として付保その他の金銭的保証

の提示義務を課し、あるいは船主責任制限の

放棄を要求するといった対応をとることが考
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えられる。しかしながら、上海からペトロパ

ブロフスクへ向けて航行中に、隠岐島沖で座

礁し重油を流出させたナホトカ号事故の例を

想起するまでもなく、日本付近を航行する要

支援船舶がすべて日本への寄港を予定してい

るわけでも、避難のために必ず入港が必要と

なるわけでもない。入港を伴わない避難船舶

についても、内水や領海における修理や積荷

の積替えを認める条件として、金銭的保証を

求めることが考えられる。 

 もっとも、一国が船舶の航行に対して過度

な条件を課すことは当該国の円滑な海運を阻

害しかねず、また、EEZにおける排出が沿岸

に損害をもたらすような場合については国際

的基準に合致した規制しかなしえないため、

日本一国のみで執りうる措置には自ずから限

界がある。さらには、日本の内水、領海にお

ける避難にあたって発生しうる損害の補償を

確保しておくことの重要性はもちろんである

が、適切な場合には周辺他国への避難が円滑

に行われるようにするためにも、国際的ルー

ルの整備には積極的に関わることが望まれる。 

 具体的には、「油による汚染損害についての

民事責任に関する国際条約（CLC 条約）」や

「油による汚染損害の補償のための国際基金

の設立に関する国際条約（基金条約）」、「バン

カー油による汚染損害についての民事責任に

関する国際条約」等の既存条約の締約国の範

囲を拡大し、未だ発効していない「危険物質

及び有害物質の海上運送に関連する損害に対

する責任及び賠償に関する国際条約（HNS条

約）」の発効を目指すために働きかけを行うこ

とが考えられる。さらには、これら各種条約

によって、避難水域提供に伴って発生するこ

とが想定される損害がどの程度カバーされる

かを改めて検討し、水域提供を躊躇させるほ

どの不足が認められる場合には、新たな基金

条約を作成することなどが考えられよう。そ

の際には、当該条約によってカバーされる損

害の範囲をどのように設定するか（間接損害

をどこまで含めるか）や、船主の免責を肯定

するかといった点が問題となる。 

 

（d）迅速かつ効果的な意思決定の確保 

 要支援船舶が発生した場合には、迅速な判

断が不可欠となる。諸国の実行や EUでの検

討においては避難水域提供の諾否を決定する

手続をどのように構築するかが 1つの焦点と

なっていた。英国の SOSREP制度は、1人の

海事専門家に決定権限を集中することを通し

て、総合的にみた損害の最小化という観点に

立った技術的判断を優先して事故対応に効果

を上げていることが評価されている。

SOSREP制度の強みは、総合的にみて英国へ

の損害を最小化するという政策目的が明確で

あること、当該目的を達成するための具体的

手段につき、各種利害団体や関係省庁から独

立した専門家が決定する権限を専有している

ことにある。 

 もっとも、客観的にみた損害のネットでの

最小化を目指す場合には、特定の利害関係者

に損害が集中することもあり得、漁業関係者、

観光業関係者、環境保護団体、付近住民とい

った実際の個々のステークスホルダーからみ

れば必ずしも最前の目標として合意できるも

のではない。SOSREP同様の制度の導入が EU

レベルでは合意に達しなかったことも、権限

集中の難しさを示しており、日本において

SOSREP同様の仕組みを直ちに導入すること

は、既存の諸制度との整合性からみても非現

実的であろう。 

 日本の現状を振り返れば、特定港への避難

については港長の判断に委ねられ、付近によ

り適切な避難水域は存在しないか等の広い見

地に立った判断を確保する制度が存在しない。

他方、国家的緊急時計画では、平素から関係

省庁連絡会議を通じて情報共有を行うととも

に、具体的な事件に際しては、災害の規模に
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応じて、緊急参集チーム、官邸対策室、警戒

本部、非常災害対策本部といった合議体を通

した対応を想定しているが、同計画が専ら汚

染が生じた後の対応を中心的に念頭に置いて

いることは前述の通りである。意思決定手続

の問題は、一方では多様な関係利害をどこま

で調整し、他方で迅速な判断をどのように確

保するかという相反する要請を孕む。要支援

船舶から避難水域への避難の要請がなされた

段階で、どのような主体が諾否の決定を下す

べきかについては、既存の仕組みとの接合も

考慮しつつ検討する必要が残されているとい

えよう。 

 

（e）周辺諸国との役割分担に関する検討 

 とりわけ日本海側で要支援船舶が発生した

ような場合には、周辺諸国との役割分担をど

うするかという問題が浮上する。この点に関

連して、UNEP（国連環境計画）の提唱で行

われている地域海に係る環境保全行動計画の

1 つとして、日本海及び黄海を対象として、

1994年に日本、韓国、中国及びロシアの 4ヶ

国によって、NOWPAP（Northwest Pacific 

Action Plan）と呼ばれる行動計画が採択され

ている点は注目に値する。2004年には、この

枠組みのもとで、海洋汚染緊急時の対応計画

に関するMOU（Memorandum of Understanding 

on Regional Co-operation Regarding 

Preparedness and Response to Oil Spills in the 

Marine Environment of the Northwest Pacific 

Region）が締結され、合同研修・訓練、油汚

染監視と漂流予測、計画の枠組みの中での援

助要請、共同オペレーション、報告及び通信、

後方支援（通関、入管手続等）等に関する沿

岸国の協力の枠組みが定められた4。2009 年

には、特定油以外の油および有害液体物質

（HNS）についても同計画を適用することが

決定されている5。 

 この枠組みは、参加国の利害が関連する海

域での事故について、各国の国家的緊急時計

画を調整するものであるから、日本の国家的

緊急時計画にもみられたように、専ら油等の

流出事故が発生した場合を念頭において防除

についての国家間協力を定めている。汚染の

発生には至っていない要支援船舶から避難水

域の要請がなされた段階で、いずれの国家に

おける避難が適切かを協議・調整する仕組み

としても機能するように運用されることが望

まれる。 

 

 以上のように、国内的にも国際的にも避難

水域問題については未だ不明確な点があり、

日本は要支援船舶から避難が要請される段階

での対応を特定した準備は充分になされてい

るとは言い難い。今後は、技術的に進めるこ

とが可能なリスク・アセスメントの手順確立

と避難に適した水域のリストアップをまずは

優先的に行い、他方で法的レベルでは補償と

責任の問題を明確化するとともに、望ましい

政策判断のあり方を検討する必要が残されて

いると言える。 

 

 

 

                                                             
1
 より詳しくは、第 3章長谷論文参照。 

2 合田浩之「避難港の研究」『港湾経済研究』48号（2010

年）、84頁。 

3 http://www.env.go.jp/water/esi/esi_title.html. 
4
 MOUの原文については、添付資料 pp.33-36参照。 

5 詳しくは、 

http://merrac.nowpap.org/plan/connector/1/data/pl

an/basic/Glist/1// を参照。 

－60－



海洋政策研究 特別号 

76

87

93

62

－61－



添付資料 

－62－



海洋政策研究 特別号 

－63－



添付資料 

－64－



海洋政策研究 特別号 

－65－



添付資料 

－66－



海洋政策研究 特別号 

－67－



添付資料 

－68－



海洋政策研究 特別号 

－69－



添付資料 

－70－



海洋政策研究 特別号 

－71－



添付資料 

－72－



海洋政策研究 特別号 

－73－



添付資料 

－74－



海洋政策研究 特別号 

－75－



添付資料 

－76－



海洋政策研究 特別号 

－77－



添付資料 

－78－



海洋政策研究 特別号 

－79－



添付資料 

－80－



海洋政策研究 特別号 

－81－



添付資料 

－82－



海洋政策研究 特別号 

－83－



添付資料 

－84－



海洋政策研究 特別号 

－85－



添付資料 

－86－



海洋政策研究 特別号 

－87－



添付資料 

－88－



海洋政策研究 特別号 

－89－



添付資料 

－90－



海洋政策研究 特別号 

－91－



添付資料 

－92－



海洋政策研究 特別号 

－93－



添付資料 

－94－



海洋政策研究 特別号 

－95－



添付資料 

－96－






	◆通し
	01-もくじ.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10-添付資料.PDF


